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厚生労働省 保険局 高齢者医療課

高齢者の保健事業 基礎資料集



2021年4月1日

• 高齢者の健康状態の特性等について

• 後期高齢者の健康診査について

• 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関するこれまでの経緯

• 令和元年法改正の経緯（一体的実施の法的位置づけ）

• 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進に向けた取組について

• データヘルスの推進について

• 財政支援（後期高齢者医療制度事業費補助金及び高齢者保健事業に係る

特別調整交付金）

• 後期高齢者医療制度の保険者インセンティブ



2021年4月1日

データヘルスの推進について



データヘルス計画とは

4

Plan（計画）

・データ分析に基づく事業の立案
○健康課題、事業目的の明確化、目標設定
○費用対効果を考慮した事業選択

Check（評価）

・データ分析に基づく効果測定・評価

Act（改善）

・次サイクルに向けて修正

「データヘルス計画」

レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく効率的・

効果的な保健事業をＰＤＣＡサイクルで実施するための

事業計画

ねらい：「健康寿命の延伸」と「医療費適正化」を同時

に図る。

Do（実施）

・事業の実施

データヘルス計画のスケジュール
平成26年度 27 28 29 30 令和元年度 ２ ３ ４ ５ 6 ７ ８ ９ ・・・

第１期計画期間
（平成27～29年度）

第２期計画期間
（平成30～令和５年度）

第
１
期

計
画
作
成

実
績
評
価

第
２
期

計
画
作
成

事業実施 中
間
評
価

PDCAPDCA

実
績
評
価

第３期計画期間
（令和６年度～令和11年度）

PDCA

中
間
評
価

第
３
期

計
画
作
成

PDCA

⚫ 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針
第四 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価
保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を
踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（以下
「実施計画」という。）を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。

⇒ 平成27年度からの第１期データヘルス計画では、全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。
平成30年度からの第２期データヘルス計画は、本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。

 令和6年度からの第３期データヘルス計画はデータヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。



広域連合におけるデータヘルス計画（P D C A）の特徴
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計画（Plan） 実施（Do）

［健康・医療情報等の分析］
多角的・複合的な視点に立ち、集団全体の健康
問題の特徴をデータから分析。
データの他、質的情報等も分析。

県内平均値との比較
全国平均値との比較
県内保険者・同規模保険者との比較
地区別の分析 性・年齢別の分析
疾病分類別の分析 経年比較

［健康課題の抽出・明確化］
分析結果を踏まえ、集団の優先的な健康課題を
選択。
どのような疾病にどのくらい医療費を要してい
るか、より高額な医療費の原因は何か、それは
予防可能な疾患なのか等を検討。

［目標の設定］
最も効果が期待できる課題を、重点的に対応す
べき課題として目標・対策を設定。

［現状の整理］
これまで実施した保健事業の考察。

評価（Check）

[ストラクチャー評価（構造）]
保健事業を実施するための
仕組みや体制の評価。
指標：事業運営状況の管理

体制の整備等

[プロセス評価（過程）]
事業の目的や目標の達成に
向けた過程（手順）や活動
状況を評価。
指標：必要データの入手状況、

データの整理方法等

[アウトプット評価（実施率）]
目的・目標の達成のために
行われる事業の結果を評価。
指標：保健指導実施率

実施市町村数・割合等

[アウトカム評価（成果）]
事業の目的や目標の達成度、
また成果の数値目標を評価。
指標：ハイリスク者割合等

改善（Action）

特に中長期的な評価として、アウトプット指標（実施率）、アウトカム指標（成果）に着目して検証・評価
を行う。その結果を踏まえ、地域の健康課題解決に向けた計画となるよう、目標設定や保健事

業の実施方法及び内容等について修正。健康課題をより明確にした戦略的取組の実施に向けて、
目標や方法、体制を具体的に検討。

検査データの改善度、行動目
標の達成度、生活習慣の改善
状況等を評価。

⚫ 広域連合におけるデータヘルス計画の場合、保健事業の計画・評価・改善（P・C・A）は広域連合、保健事業の実施（D）
は 市町村（広域連合から市町村への委託）となっていることが多く、計画策定等と保健事業の実施の主体が異なる。

＜より効率的・効果的な方法・内容に改善＞

［効率的・効果的な保健指導の実施］
保健事業の対象とする個人を適切に抽出。
外部有識者等との連携・協力体制を確保。
対象者のライフスタイルや行動変容の準
備状態にあわせた学習教材を用意。
確実に行動変容を促す支援を実践。

［保健事業対象の明確化］
抽出された課題や目標を十分に踏まえ、支
援方法・優先順位等を検討し、保健事業を
選択、優先順位付けて実施。

広域連合による実施・支援

市町村による実施

毎年

計画期間：６年（通例）
※他の保健医療関連の計画との

計画期間を考慮することとさ
れている。

※中間時点や毎年度末等、計画
の途中においても事業評価や
改善（計画修正）も必要。

委託



後期高齢者の保健事業における市町村対応のP D C A
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計画（Plan） 実施（Do）

＜より効率的・効果的な方法・内容に改善＞

［現状の整理］
これまで実施した保健事業（対象や実施方法、実
施体制、成果等）の考察。

評価（Check）

⚫ 後期高齢者の保健事業（健康診査・歯科健康診査、一体的実施等における個別の保健事業）については、広域連合が通例６
年間のデータヘルス計画を策定・実施しており、毎年度事業内容の実施状況を踏まえた評価・改善を行う。また、多くの場
合、市町村が広域連合からの委託を受けて保健事業を実施している。市町村が事業実施を行うにあたっては、広域連合の
データヘルス計画における計画・評価・改善（P・C・A）の方針を踏まえつつ、保健事業の実施（D）については、毎年度、
計画・評価・改善（P・C・A）を別途行う必要がある。

［健康・医療情報等の分析］
多角的・複合的な視点に立ち、地域集団全体の健康
問題の特徴をデータとともに質的情報等も分析。

県内平均値・全国平均値との比較
地区別の分析 性・年齢別の分析
疾病分類別の分析 経年比較

※データヘルス計画上の共通評価指標にかかる分析におい
ては、一体的実施・KDB活用支援ツールの抽出条件を参照。

［健康課題の抽出・明確化］
分析結果を踏まえ、地域集団の優先的な健康課題を
選択。どのような疾病にどのくらい医療費を要して
いるか、より高額な医療費の原因は何か、それは
予防可能な疾患なのか等を検討。

［目標の設定］
最も効果が期待できる課題を、重点的に対応すべき
課題として目標・対策を設定するとともに、効率的
な実施方法・体制について検討。

［評価の視点に基づく評価の実施］
地域の集団及び個人における検査データの改善
度、行動目標の達成度、生活習慣の改善状況等
を評価。

［効率的・効果的な保健指導の実施］
事業実施の実現可能性等も踏まえつつ、保健
事業の対象とする個人を、適切に抽出。外部
有識者等との連携・協力体制を確保。対象者
のライフスタイルや行動変容の準備状態にあ
わせた学習教材を用意。
確実に行動変容を促す支援を実践。

［保健事業対象の明確化］
適切な健康診査等の実施、その結果から抽
出された課題や目標を十分に踏まえ、支援
方法・優先順位等を検討し、保健事業を選
択、優先順位付けて実施。

健康診査・歯科健康診査

 ・低栄養
・口腔機能低下
・服薬（多剤）
・服薬（睡眠薬）
・身体的フレイル（ロコモを含む）
・重症化予防（コントロール不良者）
・重症化予防（糖尿病等治療中断者）
・重症化予防（基礎疾患保有+フレイル）
 ・重症化予防（腎機能不良未受診者）
 ・健康状態不明者

広域連合のPDCA

＜ ストラクチャー評価（構造）＞
保健事業を実施するための仕組みや体制の評価。

（指標：事業実施にかかる連携体制整備等）

＜ アウトカム評価（成果）＞
事業の目的や目標の達成度、また成果の数値

目標を評価。
（指標：健診結果、医療費の変化等）

＜ プロセス評価（過程）＞
事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）

や活動状況を評価。
（指標：事業案内の方法、事業実施方法等）

＜ アウトプット評価（実施率）＞
目的・目標の達成のために行われる事業の結果

を評価。
（指標：保健指導実施率等）

改善（Action）
目標や方法・体制等も含めて検証・評価を行った結果を踏まえ、
地域の健康課題解決に向けた計画の修正。健康課題をより明確

にした戦略的取組の検討。
市町村における保健事業のPDCAは
毎年度実施し、その結果について
は適時、広域連合への共有が必要。

データヘルス計画全
体は通例６年ごと

事業内容は
毎年度



⚫ 後期高齢者の保健事業については、データヘルス計画(国保・後期）の在り方に関する検討会における議論を踏まえ、令和
５年３月30日に「高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」を改訂した。各広域連合においては令
和６年度から第３期データヘルス計画が開始となる。

⚫ 第３期データヘルス計画においては、標準化を推進し、総合的な評価指標としての共通評価指標の設定とともに、健康課題
解決につながる計画を策定するための考え方のフレームとして、計画様式にて作成いただくこととした。

第３期データヘルス計画について

7
出典：東京大学未来ビジョン研究センター
「都道府県による第3期データヘルス計画策定支援について」

データヘルス計画 標準化の要素

■健康課題解決につながる計画を策定するためのフレーム（構造的な計画様式）

Ⅰ 基本的事項
シート

Ⅱ 健康医療情
報等の分析と
課題シート

Ⅲ 計画全体
シート

Ⅳ 個別
Ⅳ 個別

Ⅳ 個別事業
シート

Ⅴ その他シート
（公表･周知･情
報の取扱い等）

■データヘルス計画の標準化のねらいと対応

○ 計画策定や保健事業運営の負担が軽減され
るだけでなく、共通の評価指標を用いること
で実績を比較可能とする。

○ 効果的な保健事業（方法・体制）をパター
ン化することにより、事業効果を向上させる。

・策定段階での考え方のフレーム
   の提示
・総合的な評価指標としての共通
   評価指標の設定
・総合的な評価指標と個別事業の
   提示
・個別事業の評価指標例をアウト
   プット・アウトカムに区分
・総合的な評価指標に関し、確認
   すべきデータの提示



高齢者の医療の確保に関する法律に基づく
高齢者保健事業の実施等に関する指針の改正について

第五 高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価

高齢者の保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引きに記載した総合的な評価指標（共通評価指標）について追記を

行った。

三 事業の評価

事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。なお、評価の際に用いる指標については、全国の広域連合に

おいて、次の総合的な評価指標（共通評価指標）を設定するほか、各広域連合独自の評価指標を設定して差し支えない。

１ 健康診査受診率

２ 歯科健診実施市町村数及び当該数が構成市町村数に占める割合

３ 質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数及び当該数が構成市町村数に占める割合

４ 次に掲げる者に対する保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数及び当該数が構成市町村に占める割合

（一）低栄養の状態にある者

（二）口腔機能の低下のおそれのある者

（三）服薬（重複投薬・多剤投与等）に係る指導等を必要とする者

（四）身体的フレイル（運動機能の低下等のフレイルをいい、ロコモティブシンドロームを含む。５の（四）及び（五）において同じ。）の状態にある者

（五）重症化予防（糖尿病性腎症等の予防）に係る指導等を必要とする者

（六）健康状態が不明な者

５ 次に掲げる者に対する保健事業におけるハイリスク者数が各広域連合の被保険者数に占める割合

（一）低栄養の状態にある者

（二）口腔機能の低下のおそれのある者

（三）服薬（多剤投与又は睡眠薬投与）に係る指導等を必要とする者

（四）身体的フレイルの状態にある者

（五）重症化予防に係る指導等を必要とする者（血糖等管理が不十分な者、糖尿病等の治療を中断した者、基礎疾患を有し、かつ、身体的フレイルの

状態にある者または腎機能が低下し、かつ、医療機関を受診していない者）

（六）健康状態が不明な者

６ 平均自立期間 8



高齢者保健事業の「目的」からみた一体的実施

9

高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引きより

○ 一体的実施は「高齢者保健事業の中心」

【高齢者保健事業の目的】
○ 生活習慣病を初めとする疾病の発症や重症化の予防及び心身機能の低下を防止

し、できる限り長く在宅で自立した生活を送ることのできる高齢者を増やすこと
が最大の目的。

○ 効果的な保健事業の実施により、生涯にわたる健康の保持増進、生活の質
（QOL)の維持及び向上が図られ、結果として、医療費の適正化、要介護認定率
の低下や介護給付費の減少に資すると考えられる。



高齢者の保健事業における目標設定の考え方と評価指標
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⚫ 高齢者保健事業の最終的な目的は、生活習慣病等の重症化か予防され、心身機能の低下が防止されることに

より、住み慣れた地域で社会とのつながりを保ちつつ、自立した生活がおくれる高齢者がすることにある。

支援回数、支援人数・割合
サービス別の紹介件数
紹介先の対応状況
通いの場等の新規参加者数・割合

アウトプット指標

健康状態不明者の人数・割合、
治療中断者の人数・割合
治療中断者のうち治療再開した人数・割合
未治療によるコントロール不良者の人数・割合
未治療によるコントロール不良者のうち医療機関を受診
した人数・割合
支援対象者の健診受診人数・割合

アウトカム指標

医療・介護データ（入院率・入外比、総医療費、疾病別医療費、要介護度）質問票

（生活自立度）

介護データ（要介護度、介護理由）
質問票（生活機能）、肺炎、骨折・転倒、認知症等

医療レセプト（入院率・入外比、総医療費、疾病別医療費）、健診・質問票

（生活習慣）

健診データ受診状況 受療状況質問票

質問票

健診データ（体重変化）
受診状況

質問票
歯科受診状況

質問票
医科（認知症）介護認定

質問票
医科（運動器）介護認定



データヘルス計画策定の手引き 見直しの全体像

１．計画の基本的事項

（１）背景・目的 ※

（２）計画の位置づけ ※

（３）関係者が果たすべき役割

①実施主体・関係部局の役割 ※

②外部有識者等の役割

③被保険者の役割

２．計画に記載すべき事項

（１）基本的事項

①計画の趣旨

②計画期間

③実施体制・関係者連携

（２）現状の整理

①保険者等の特性

②前期計画等に係る考察

（３）健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 ※

（４）目標 ※

（５）保健事業の内容 ※

（６）計画の評価・見直し ※

（７）計画の公表・周知 ※

（８）個人情報の取扱い

（９）地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項

３．国からの支援等 ※

（１）特別調整交付金

（２）後期高齢者医療制度事業費補助金

（３）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

（４）国保ヘルスアップ事業

別添：データヘルス計画策定チェックリスト
：計画様式（シートⅠ～Ⅴ）
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⚫ 手引きにおける※の項目を中心に、記載事項の追記・修正の見直しを行うとともに、新たに計画様式を作成。

【データヘルス計画策定の手引き（構成）】

令和５年２月21日

資料１
第３回 高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）

策定の手引きに係るワーキンググループ



健康課題解決につながる計画を策定するためのフレーム（構造的な計画様式）

データヘルス計画の標準化
：考え方のフレーム（構造的な計画様式）

⚫ データヘルス計画策定の際に活用する計画様式を作成。（シートⅠ～Ⅴ）

⚫ 計画様式には、手引きで示している策定のプロセスを含めている。

個別事業シート

個別事業シート
Ⅰ 基本的事項シート

Ⅱ 健康医療情報等の
分析と課題シート

Ⅲ 計画全体シート Ⅳ 個別事業シート

ステップ２

健康課題の抽出

ステップ３-１

計画の目的・目標
（総合的な評価指標）

ステップ３-２

個別事業の方法・体制
（個別評価指標）

ステップ４

評価・見直し
（総合評価指標/

個別評価指標）

12

Ⅴ その他シート
（公表・周知・情報

の取扱い等）

ステップ１

現状把握
（前期評価を含む）

シートⅢ：計画全体

課題・課題解決に係る取組の方向性・

目的・目標・各年度の目標値設定

シートⅣ：個別事業

個別事業の概要・評価指標・

方法・体制



第●期データヘルス計画

（１）基本情報

対象者に関する基本情報

全体 % 男性 % 女性 %

65～69歳（人）

70～74歳（人）

75～79歳（人）

80～84歳（人）

85～89歳（人）

90歳以上（人）

（２）現状の整理

被保険者数の
推移

年齢別被保険者
構成割合

その他

前期（第●期）に設定
したDH計画全体の目

標
（設定していない場合

は各事業の目標）

目標の達成状況

※計画様式（Ⅰ～Ⅴ）は、東京大学「データヘルス計画標準化ツール®」を改変して作成。

（20●●年●月●日時点）

関係者等

市町村との連携体制

①
②
③

前期計画等に係る評価

関係者等 計画の実効性を高めるための関係者等との連携

連携内容

構成市町村

①
②
③

被保険者等の特性

背景

目的

計画策定の
趣旨

保健医療関係者

その他

外部有識者

実施体制
関係者連携

人口（人）

都道府県

国保連及び支援・評価委員会

被保険者数（人）

人口・被保険者

関連する他
の計画
関連事項・
関連目標

計画期間 令和●年度～令和●年度

令和●年～令和●年

令和●年～令和●年

都道府県健康増進計画

都道府県医療費適正化計画

介護保険事業支援計画

国保データヘルス計画

令和●年～令和●年

令和●年～令和●年

データヘルス計画 計画様式（シートⅠ基本的事項）
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（２）現状の整理

⚫被保険者等の特性

⚫前期計画等に係る評価

⚫ 計画策定の趣旨
⚫ 計画期間
⚫ 関連する他計画 関連事項・関連目標
⚫ 実施体制関係者連携

（１）基本情報
人口・被保険者：対象者に関する基本情報
⚫ 人口（人）
⚫ 被保険者数（人）

関係者等：計画の実効性を高めるための関係者等との連携
⚫ 構成市町村
⚫ 都道府県
⚫ 国保連及び支援・評価委員会
⚫ 外部有識者
⚫ 保健医療関係者
⚫ その他



データヘルス計画 計画様式（シートⅡ健康医療情報等の分析）
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Ⅱ　健康医療情報等の分析

※情報整理の際には、①全国平均との比較・②構成市町村比較・③経年変化の視点で整理することがポイント

健康医療情報等の整理 アセスメント

図表〇

広域連合がアプローチする課題
優先す
る課題

A

健康診査・歯科健康診査の実施状況 B

健診・歯科健診の結果の状況
（健康状況）

C

質問票調査結果の状況
（生活習慣）

D

健康状態不明者の数 E

医療費

疾病分類別の医療費

後発医薬品の使用割合

重複投薬患者割合
多剤投薬患者割合

要介護認定率の状況

介護給付費

要介護認定有無別の有病率（疾病
別）

要介護度別有病率（疾病別）

通いの場の展開状況
（箇所数・参加者数等）

※課題抽出時と作成後にチェック

関連する他の計画を踏まえた
広域連合の取組

課題抽出時：①　関連する他の計画の関連事項や目標について確認

課題抽出時：②　①を踏まえ、後期のDH計画で取り組むことを確認

作　成　後：③　②の取組について市町村や取組を実行していく上で連携が必要になる関係者等に共有したか確認

G

介護・医療のクロス分析

後期データヘルス計画における取組の方向性

介護関係の
分析

項目 データ出典

被保険者構成の将来推計

将来推計に伴う医療費見込み

広域連合がアプローチする課題

平均余命
平均自立期間（要介護2以上）等
死因別死亡割合

健康診査
歯科健康診査
質問票の分析

医療関係の
分析

F

※情報整理の際には

①全国平均との比較 ②構成市町村比較 ③経年変化の視点で整理することがポイント

広域連合がアプローチする課題

※課題抽出時と作成後にチェック

関連する他の計画を踏まえた広域連合の取組

⚫ 平均余命
⚫ 平均自立期間（要介護２以上）等
⚫ 死因死亡者割合
⚫ 健康診査、歯科健康診査、質問票の分析
⚫ 医療関係の分析
⚫ 介護関係の分析
⚫ 介護・医療のクロス分析

⚫ 被保険者構成の将来推計
⚫ 将来推計に伴う医療費見込み

後期データヘルス計画における

取組の方向性



データヘルス計画 計画様式（シートⅢ 計画全体）
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Ⅲ　計画全体 Ⅲ　計画全体

割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母

A ％ % % % % % %

B ％ % % % % % %

C ％ % % % % % %

D ％ % % % % % %

E ％ % % % % % %

％ % % % % % %

重症化予防（糖尿病性腎症） ％ % % % % % %

％ % % % % % %

健康状態不明者 ％ % % % % % %

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

身体的フレイル（ロコモ含む） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

重症化予防（コントロール不良者） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

健康状態不明者 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

・・・

・・・

1

2

3

4

5

6

7

8

目的・目標 抽出した課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）と目標・評価項目

計画全体の目的
（この計画によって目指す姿）

計画策定時
実績※１

目標値※２

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

一体的実施の推進
実施市町村数の増加

アウト
プット

低栄養

口腔

服薬（重複・多剤）

広域連合がアプローチする課題
優先す
る課題

課題解決に係る取組の方向性
対応する
保健事業

番号
目標 評価項目（共通評価指標）

重症化予防（その他身体的フレイルを含む）

一体的実施の推進
ハイリスク者割合の減少

アウトカ
ム

低栄養

口腔

服薬（多剤）

服薬（睡眠薬）

重症化予防（糖尿病等治療中断者）

重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

重症化予防（腎機能不良未受診者）

平均自立期間（要介護２以上）

・・・

※１　実績年度が異なる場合には、欄外等に注釈を記載。　※２目標値を記載する際には、分母・分子は記載不要。

個別事業及び計画期間における進捗管理

事業
番号

事業分類 事業名
直営
委託
混合

アウト
プット

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく
保健事業を実施している市町村数・割合

重点・優先

2022
（R4)

実施年度（市町村数）

2027
（R9 )

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

・・・

必要に応じて課題

を列挙

課題の解決

に資する事業設計

評価項目（共通評価指標）

目的・目標

抽出した課題に対して、この計画によって目指す姿
（目的）と目標・評価項目

計画全体の目的（この計画によって目指す姿）

個別事業及び計画期間における進捗管理

広域連合がアプローチ

する課題



データヘルス計画 計画様式（シートⅣ 個別事業）
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●●事業

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1 % % % % % % %

2

3

4

5

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1

2

3

4

5

ストラクチャー
（体制）

概要

実施内容

実施後のフォロー・モニタリング

備考

目標値

アウトプット
評価指標

プロセス
（方法）

概要

実施内容

実施後のフォロー・モニタリング

備考

計画策定時
実績

アウトカム
評価指標

項目 No. 評価指標 評価対象・方法

事業の概要

項目 No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業の目的

Ⅳ　個別事業 事業シート　[●]

事業●

事業の目的

事業の概要

アウトカム評価指標

アウトプット評価指標

プロセス（方法）

ストラクチャー（体制）



データヘルス計画 計画様式（シートⅤ その他）
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V　その他

データヘルス計画
の評価・見直し

データヘルス計画
の公表・周知

個人情報の取扱い

地域包括ケアに係
る取組

その他留意事項

データヘルス計画の評価・見直し

データヘルス計画の公表・周知

個人情報の取扱い

地域包括ケアに係る取組

その他留意事項



データヘルス計画の評価指標等について
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評価指標 設定のポイント

○ 広域連合が既存のデータベースシステム又は統計で確認できる

総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している
市町村数・割合

アウト

プット

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合

・低栄養

・口腔

・服薬（重複・多剤等）

・重症化予防（糖尿病性腎症）

・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）

・健康状態不明者対策

 ※各事業対象者の抽出基準は問わない

アウト

カム

平均自立期間（要介護2以上）

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの抽出基準に該当する者の割合)

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

策定の際に確認が必要なデータ例※

１人当たり医療費

１人当たり医療費（入院）

１人当たり医療費（外来）

１人当たり医療費（歯科）

１人当たり医療費（調剤）

疾病分類別医療費

介護給付費

上手な医療の
かかり方

後発医薬品の使用割合

重複投薬患者割合

個別事業（一体的実施）の
評価指標例

低栄養
重症化予防

（糖尿病性腎症）

口腔
身体的フレイル
（ロコモ含）

服薬（多剤） 健康状態不明者対策

※広域連合による保健事業の実施以外の要因
が大きいこと等により、共通の評価指標とし
て設定しないが、各広域連合が評価指標とし
て設定することも差し支えない。

※各広域連合が、上記以外の評価指標を設定することも差し支えない。



健診受診率の算出方法の統一について
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⚫ 令和５年４月６日付け事務連絡※1において、令和６年度以降の後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる
健康診査事業の対象者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に準じ、特定健診の除外対象
者と同一とすることとしている。

⚫ 令和５年12月４日付け事務連絡※2において、「健診受診率」については、データヘルス計画における共通評価指標
とされたが、その対象者や算出方法を全国的な比較が可能となるよう、データヘルス計画における「健診受診率」
の算定方法について統一し、令和６年度以降、国がデータヘルス計画策定後の報告等を求める際には、当該算出方
法による結果を報告いただくこととしている。

なお、現行の各広域連合独自の抽出基準及び算出方法により健診受診率のデータを継続して把握し、過去の実績との経年変化を行うことは可能。

＜算出方法＞
健診受診者数

被保険者数－対象外者数（健診除外告示第５号＋第６号）

<分母にかかるデータ> <分子にかかるデータ>

○被保険者（前年４月１日時点）

○対象外者数（健診除外告示第５号及び第６号に該当する者）

健診除外告示第５号（長期入院者）
（ＫＤＢで該当年４月分を抽出 ←２月診療分を反映）

ＫＤＢにおける６ヶ月以上入院者のレセプト一覧
（前年度）（厚労省様式２－１）にて把握した数値

健診除外告示第６号（施設入所者）
市町村（主に介護保険部門）に協力を頂き、施設入所
者リスト等から把握した施設入所者数の報告を求める。
「施設」入所者については、該当施設のうち可能な範囲で
把握し、市町村から広域に報告をすることを求める。
なお、市町村の把握方法及び集計時点等は不問。

【確認方法（①または②）】
① 市町村が把握可能な範囲で独自に確認。
② 市町村がＫＤＢを活用して確認。なお、ＫＤＢでは、介護

老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・
介護医療院・特定施設に入所している場合が把握可能。

○実際の健康診査受診者数
（前年４月～該当年３月）

健康診査事業の対象者の整理に
基づき把握。

＜施設とは＞
・障害者支援施設
・児童福祉施設
・国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園

・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を
受けていない、サービス付高齢者
向け住宅を除く

・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

※1 令和５年４月６日付け事務連絡「令和6年度以降における後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる健康診査事業の対象者等の取り扱いについて」（厚生労働省保険局高齢者医療課）

※2 令和５年12月４日付け事務連絡「第3期データヘルス計画策定にける国保データベース（KDB)システム及び一体的実施・KDB活用支援ツールの活用における留意点等について」（厚生労働省保険局高齢者医療課）

健診受診率 ＝



高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における
ハイリスクアプローチ（個別事業）の評価指標例
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服薬指導（多剤） 口腔 身体的フレイル

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

アウト
カム

• 介入前後３ヶ月の受診状況（受診医療機関
数、受診回数）

• 介入前後３ヶ月の処方薬剤数が15剤以上の
人数、割合

※特定の月のみ多い・少ないという状況も想
定されるため、介入前３月分と、介入後３月
分を評価することが重要

• 歯科医療機関の受診状況

• 後期高齢者の質問票（４咀嚼「はい」・５
嚥下「はい」）と回答した者の人数、割合

• （介入者のうち、誤嚥性肺炎の既往がある
者については）介入１年後の誤嚥性肺炎の
罹患状況

• １年後の要介護認定の状況

• 適切なサービス（専門職、地域支援事業
等）へつながっている人数、割合

• 後期高齢者の質問票（①健康状態「４、
５」かつ⑦歩行速度「はい」または⑦歩行
速度「はい」かつ⑧転倒の該当者「は
い」）と回答した者の人数、割合

• １年後の要介護認定の状況

低栄養 糖尿病性腎症重症化予防 健康状態不明者対策

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者（個別支
援・受診勧奨）の人数・割合

• 支援対象者のうち、現状把握ができた者の
人数・割合

• 医療・介護等の支援へつなぐ必要があると
把握された者の人数

アウト
カム

• 体重が維持(±0.9kg)・改善(＋1kg)できた者
の人数・割合

• 低栄養傾向（BMI 20以下）の者の人数、割
合

• １年後の要介護認定の状況

• 受診勧奨事業：対象者のうち、受診した
者（服薬治療を開始した者、傷病名＋
（検査、生活習慣病管理料）等で受診が
確認できた者）の人数、割合

• 治療中断者のうち健診又は受診につな
がった者（服薬治療を再開した者、傷病
名＋（検査、生活習慣病管理料）等で受
診が確認できた者）の数・割合

• HbA1ｃ≧8.0％の人数、割合の変化
• SBP≧160orDBP≧100の人数・割合の変化

• 健診受診した者の人数・割合
• 医療・介護サービス等が必要と判断される

者のうち、医療・介護サービス等につな
がった者の人数・割合



高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書
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▪ 全国の広域連合が策定した第３期データヘルス計画について、データヘルス計画に係るデスクリサーチ、アンケー
ト調査、ヒアリング調査を実施し、データヘルス計画についての調査分析を行った。

▪ 調査結果を踏まえ、「高齢者の保健事業実施計画（データヘルス計画）に係る有識者会議」を設置し、広域連合が
今後実施するPDCA管理について検討を行った。

▪ 効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、必要な事項を「高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書」として取
りまとめ、令和６年度末に広域連合に周知した。

論点 整理を行った事項

１.データヘルス計画
の標準化

→計画様式、共通評価指標
による標準化により、広域
連合間・市町村間比較が可
能となったが実態はどうか。

➢ 第３期データヘルス計画における共通評価指標・様式標準化の対応状況および、対応にあたっての課題を整理。
➢ 上記整理を踏まえて、広域連合において標準化推進にあたり対応いただきたい事項を提示。

（視点）
・共通評価指標において誤りやすい項目
・各様式で記載状況に差異が生じていた項目
・広域連合が必須で整理及び明記すべき項目
・アウトプット、アウトカムを重視した評価に向けて把握すべき項目

２.保健事業の内容の
充実

→個別事業の記載が十分か
どうか、市町村支援や、成
果を高めるために追加すべ
き事項はあるか。

➢ 一体的実施の取組状況を勘案し、市町村がデータヘルス計画に基づく事業を展開できるようにするための支援の
工夫などを把握、整理のうえ、広域連合向けに情報提供。

（視点）
・広域連合の目指す保健事業の方向性（データヘルス計画）に向けた市町村との調整において有効な方法
・広域連合が自ら取組む事業や市町村支援についての記載方法
・標準化の考え方についての理解促進方策

3.評価の進め方の整理
→広域連合が進捗管理する
評価指標は何か、どのよう
に市町村に伝えるのが効果
的か。

➢ 共通評価指標や各個別事業の評価を行うための進捗管理様式を作成、提示。
➢ 併せて、計画策定時の状況を踏まえた留意事項、中間評価のための視点など、広域連合に情報を共有。
➢ 中長期的な評価や短期的な評価を行う際に留意すべき点、方法を整理。
➢ 広域連合としての評価と市町村の評価の統合を行う際の留意点を整理。
※統合により、広域連合・市町村ともに同一の方向性での事業実施を可能となる。

➢ データヘルス計画の整理・検討を行うにあたり、必要な分析項目及び集計方法や報告書で提示すべき項目等を整理。



高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書（案）調査方法

22

⚫広域連合が策定した高齢者保健事業実施計画（第3期データヘルス計画）の調査として、令和5年度の計画策定プロ
セスについてアンケート調査や一部の広域連合に対しヒアリング調査を実施、計画様式の整理・分析を広域連合か
ら提出された計画様式を用いて実施した。

計画様式の整理・分析

●標準化した計画様式への記載内容の確認

→ 第３期データヘルス計画で標準化した計画様式の記載内容について、
①考え方のフレームに沿って適切に記載されているか、②標準化された
計画様式が不足なく記載できているか、③標準化により記載が充実した
箇所はどのような記載がされているのか、という観点で整理・確認。

●計画策定フレーム（構造）に沿った策定状況の確認

→ 各様式間の関連性を意識した記載となっているか（特に様式Ⅱ～Ⅳの
関連性については、課題から適切な事業が導かれているか、各事業に
適切な評価指標が設定されているか）を確認

●第2期データヘルス計画からの進捗の確認

→ 第3期高齢者保健事業実施計画策定の手引きの改定に向け、令和４年度
に把握・整理されたデスクリサーチ項目と同様の調査を行い、変化等を
確認。

広域連合等へのアンケート調査

●データヘルス計画の策定プロセスとして、取組体制、一体的実施の実施・委託
に向けた取組の状況、第３期データヘルス計画の策定状況、ガイドラインの活
用状況について広域連合に対し調査。その他、市町村に対して、第３期データ
ヘルス計画に基づく事業実施への助言について、都道府県に対して、データヘ
ルス計画策定にかかる支援状況について、調査。

一部の広域連合に対するヒアリング調査

●各広域連合におけるデータヘルス計画策定のプロセス、標準化の取組、事業評
価の方法等に関する具体的な取組内容を調査。
→データヘルス計画策定のプロセス

策定時の市町村との具体的な連携内容、第2期データヘルス計画の振り返り
と第３期データヘルス計画への反映状況、健康課題や実施する保健事業の優
先順位の設定方法

→標準化の取組に効果・課題（標準化して実施したこと・期待していること）
→保健事業の内容の充実（保健事業の成果を上げるための工夫）
→評価の進め方（市町村が実施する事業の評価方法・市町村との連携方法）

計画策定の手引き

公表
広域連合による計画策定 計画の策定完了・公表

計画に基づく

PDCAの運用

＜策定されたデータヘルス計画の内容に関する整理・分析＞＜計画の策定プロセスに関する整理・分析＞

広域連合での第3期データヘルス計画の策定及び運用の流れと今回の調査内容について

R４年度 R５年度 R６年度 R８年度

中
間
評
価

用



（令和６年度一体的実施実施状況調査）

データヘルス計画の標準化に期待する効果と課題
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⚫ 第3期データヘルス計画の標準化を進めることにより期待される効果として「市町村間の比較が容易になる」が最も
多く挙げられた。

⚫ 広域連合内で標準化を進めるうえでの課題として「構成市町村が使用している独自の抽出基準や評価基準について、
使用の妥当性に関して判断が困難」が最も多く挙げられた。

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（広域連合票）
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データヘルス計画の策定にあたり市町村に対し行う取組

24

⚫ 広域連合の保健事業実施の方針等の理解を促すため「広域連合が開催するセミナー・研修会の機会の周知・出席依
頼」が最も多く挙げられた。

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（広域連合票）

（N＝47）複数回答
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第3期データヘルス計画の策定における市町村への説明状況

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（市町村票） 25

⚫ 第3期データヘルス策定にあたり、広域連合から市町村に対する国の示す方針や手引きの内容等の説明及び当該広域
連合におけるデータヘルス計画の方針や概要の説明状況について、一体的実施を受託中/予定の79.1％の市町村では
広域連合から何らかの説明を受けているのに対し、受託未定の市町村については、広域連合から何らか説明を受けて
いるのは46.2％にとどまっていた。

⚫ 一方、広域連合から計画に基づく事業実施の支援について、1143（65.7％）市町村が受けていると回答があった。
支援内容は「共通評価指標の提示」が最も多かった。

国の示す方針や手引きの内容等及び
広域連合のデータヘルス計画の方針
や概要についての説明あり

国の示す方針や手引きの内容等に
ついてのみ説明あり

広域連合のデータヘルス計画の方針
や概要についてのみ説明あり

どちらの内容も説明なし

受託中/R7受託予定
（n=1,728）

受託未定・中止
（n=13）

840
48%

市町村別の健康課題の提示

国データと広域連合の比較

共通評価指標の提示

その他

第３期データヘルス計画に関する
広域連合から市町村への説明状況

広域連合からの事業実施への支援

支援内容

（N=1,741）

（n=1,143）複数回答
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第3期データヘルス計画への関与
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⚫ 広域連合が策定する第３期データヘルス計画の策定や見直しに関わっている都道府県は38都道府県であった。
⚫ 各都道府県の広域連合が策定するデータヘルス計画への支援は、「保健事業支援・評価委員での助言」 と「計画案

に対する広域連合との意見交換」が最も多く、次いで「健康増進計画・医療費適正化計画等との関連項目の整理」が
多かった。

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（都道府県票）

（n＝38）複数回答
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（令和６年度一体的実施実施状況調査）

データヘルス計画と各種計画との整合状況

27

⚫ データヘルス計画策定にあたって整合性を図った他の法定計画等は、「医療費適正化計画」が45件と最も多く、次
いで「健康増進計画」、「介護保険事業(支援)計画」が多く挙げられた。
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出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（広域連合票）

※その他の計画には市町村国保の

データヘルス計画を含む

広域連合票



（令和６年度一体的実施実施状況調査）
第3期データヘルス計画の策定における他の計画との整合性等を鑑みた取組・支援
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⚫ 広域連合にて第3期データヘルス計画と他の保健医療関係の計画との整合性を取るうえで考慮していることとして
「データヘルス計画策定方針や概要が整理できた時点、有識者からのご意見を得て修正をした時点等必要なタイミン
グで広域連合から都道府県関係者及び構成市町村関係者に情報提供」が最も多く、次いで「有識者から情報や助言を
得る」が挙げられた。

⚫ 都道府県では「計画案に対する広域連合との意見交換」「保健事業支援・評価委員会での助言」が多く挙げられた。

（N＝47）複数回答 （n=38）複数回答広域連合での取組 都道府県の支援

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（広域連合票） 28
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調査報告書のポイント

高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書について

✓全広域連合の第３期データヘルス計画の
内容、保健事業の取組状況等の調査・分
析及びその結果、共通評価指標や計画様
式の標準化を推進するために対応いただ
きたい事項を整理

✓市町村の支援方法並びに中間評価に向け
た進捗管理の方法等、広域連合による適
切なPDCA管理について整理

✓データヘルス計画の進捗管理に資する様
式を作成

29

＜進捗管理シート＞

▪ 全国の広域連合が策定した第３期データヘルス計画について、データヘルス計画に係るデスクリサーチ、ア
ンケート調査等を実施し、データヘルス計画についての調査分析から、有識者や広域連合の代表者による議
論を踏まえ、「高齢者保健事業の実施計画に係る調査報告書」を取りまとめた。

■進捗管理に資する様式

共通評価指標や各個別事業の進捗管理を行うに

あたり、取組状況の評価及び共有するための様式。

＜振り返りシート＞

進捗管理シートを活用の上、広域連合が取

組状況についてストラクチャー、プロセス、

アウトプット、アウトカム等の観点から振

り返りを行うための様式

データヘルス計画スケジュール

R６年度 R７年度

報告書
保健事業の適切な進捗管理へ

R５年度

第３期データ
ヘルス計画策定

第3期データ
ヘルス計画開始

PDCA

R８年度

最
終
評
価

～R11年度

PDCA PDCA PDCA PDCA

・市町村の一体的実施を含む
保健事業のPDCAの管理も含む、
進捗管理の方法

・事業評価の際のポイント
・中間評価に向けた示唆 等

中間評価を踏まえた、
保健事業の実施と進捗管理

PDCA

中
間
評
価



（高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書）
第３期データヘルス計画にかかる整理

30

現状と課題

⚫ 共通評価指標が設定され、広域連合間の比較が可能になり、目標
設定が容易になる等の効果があった。

⚫ 共通評価指標の把握・算出方法に係る周知をしたが、抽出年度や
手順に誤認があり、修正を要した。

⚫ アウトカム指標のハイリスク者人数・割合の変化は、健診受診者
の増加に伴う該当者数の増加や国民健康保険の被保険者の流入に
よって、解釈・評価が難しい。

⚫ 計画様式の標準化により、必要事項が記載され、計画の一定の質
の担保や保健事業の向上が期待される。一方、計画様式の活用方
法は同一でなかった。

⚫ 都道府県や市町村の他計画と策定時期が重なったため、一部の広
域連合では情報共有の困難さが見られたが、その他の広域連合で
は関係者との定期的な情報提供、情報共有や意見交換を通じて他
計画との整合性の確保は図られていた。

⚫ 一体的実施に関する記載は多くあったが、市町村支援に関する事
業や広域連合が実施する事業、ポピュレーションアプローチの記
載が少なかった。

⚫ 市町村の実施が困難なハイリスクアプローチについて実施してい
る例もあった。

⚫ 市町村の人材不足については、関係団体等への協力依頼や調整を
行うとともに、人材確保の事例の共有等の支援を検討する必要が
ある。

⚫ 計画様式の提示や共通評価指標の設定により、ストラク
チャー、プロセス等を整理し、評価が可能になり、評価
の視点の標準化も図られていた。

⚫ 保健事業の実施において、目標設定したものの改善する
ことの難しさや、広域連合から市町村への説明時に妥当
性や論拠を示すことの難しさについて意見があった。

共
通
評
価
指
標

計
画
様
式

保
健
事
業
の

内
容
充
実

事
業
評
価

⚫ 広域連合の担当者が変更しても、事業の実施方法や進捗管理の方
法が引き継がれるような対応が必要である。

⚫ 被保険者を分母とした割合の変化を進捗管理する。一部の指標に
ついては、健診受診者を分母としたハイリスク者割合の推移を把
握する。

充実に向けた取組

⚫ 様式の記載が十分でない場合、他広域連合の記載や研修等で情報
収集し、計画に反映することが望ましい。

⚫ 計画様式を活用して、都道府県等の関係団体関係者に進捗状況を
共有し連携体制の構築をすることが重要である。また、専門的見
地から支援・助言を受けるに当たって、必要事項の抜け漏れなく
提示することが可能となり、質の担保を期待できる。

⚫ 事業の取組内容が不適切または効果の発揮が十分でない市町村の
事業については、市町村に対して調整・指導等が必要である。

⚫ 市町村の取組状況を踏まえ、広域連合が自ら行う取組を検討する。

⚫ 多様な医療専門職が、各専門分野のみでなく複合的・総合的に支
援できるよう、関係団体等も含めた体制構築を行うことが必要。

⚫ 毎年度広域連合と市町村の指標結果を確認し、取組状況を把握・
評価する必要がある。取組状況の把握や課題整理等に当たっては、
進捗管理シートや集約ツール等も活用する。

⚫ 評価の際は、関係者に評価結果及び改善を要する点、次年度計画
等を共有する。成果を高めるためには、市町村の取組状況を見え
る化してストラクチャーやプロセスを検討し、評価結果のフィー
ドバックと併せて今後の取組について調整・指導を行う。

⚫ データヘルス計画に記載が十分でない事項については、追記等も
検討の上、保健事業全体についてのPDCAを管理し、実効性を高
める必要がある。



○ 全広域においてデータヘルス計画上に共通評価指標が設定され、記載されることにより、広域連合間の比較が可能となった。データヘルス計画
策定を踏まえ、アウトプット・アウトカムを意識した事業設計・目標設定が容易になるなどの効果があった。

○ 共通評価指標の進捗管理が求められることにより、広域連合において、保健事業の中心である一体的実施の取組を優先すべき重点事業として位
置づけることができたほか、事業内容や対象者抽出基準を独自に設定していた市町村において、対象者抽出基準の見直しが進んだ。

○ 共通評価指標に加えて、疾病別医療費等の独自の指標を追加している広域連合が22件存在していた。

○ 共通評価指標にかかるデータの把握・算出方法については、手順等とともに研修等で周知されていたが、抽出年度や手順に誤認があり、修正を
要する項目のある広域連合が多く存在していた。

○ アウトカム指標とされている低栄養・重症化予防等のハイリスク者人数・割合の変化は、健診受診者が増えることによる該当者数の増加や、国
民健康保険からの流入による被保険者増加が見込まれることから、解釈が難しい。適切な評価のための共通評価指標の整理が必要である。

高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書
論点１－１：標準化【共通評価指標】

31

⚫データヘルス計画における共通評価指標の記載状況、記載方法、設定プロセス等の状況および課題を整理し、広域
連合における更なる充実に向けた取組について整理した。

調査結果を踏まえた現状と課題等

○ 共通評価指標の把握・算出記載手順については、資料が提示されている。引き続きわかりやすい提示と、広域連合の担当者が変更しても保健事
業の実施方針及び進捗管理の方法が引き継がれるような対応が必要である。

○ 一体的実施・KDB活用支援ツールの活用、標準化の趣旨、一体的実施計画書/実績報告書の記載要領等について市町村に丁寧な説明が必要であ
る。

○ 中間評価に向けて、共通評価指標のアウトカム指標であるハイリスク者割合については、被保険者を分母とした割合の変化を進捗管理すること
に加え、健診結果がハイリスク者の抽出条件に含まれる一部の指標については、分母を健診受診者として算出したハイリスク者割合の推移を併

せて把握することが重要である。

○ 国では、保険者インセンティブにおいても、データヘルスの標準化の推進や一体的実施の事業推進のための評価指標を設定している。広域連合
においては、国の方針を踏まえた上で、データヘルス計画を提示、説明し、市町村の理解を促していくことも重要である。

更なる充実に向けた取組



総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率※1

歯科健診実施市町村数・割合※2

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健
事業を実施している市町村数・割合※2

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の

実施市町村数・割合※2

・低栄養

   ・口腔

・服薬(重複・多剤等)

・重症化予防(糖尿病性腎症)

・重症化予防(その他・身体的フレイル含)

・健康状態不明者対策

※各事業対象者の抽出基準は問わない

25.0％

1480 85.0％

999 57.3％

428 24.6％

32

平均自立期間※2

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの
抽出基準に該当する者の割合) ※1

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
カ
ム

男79.9 女84.3

191 11.0％

124 7.1％

635 36.5％

630 36.2％

674 38.7％

0.8％

3.3％

3.6％

1.7％

4.4％

0.6％

7.3％

5.1％

0.02％

1.7％

全国値
(R7.2確認)

※1 各広域連合の値の平均値
※2 実施市町村数を全国の市町村数で除して算出した値

（全国広域連合（共通評価指標）R４年度結果実績把）

データヘルス計画策定時の共通評価指標（全国値）について 【令和４年度実績】



総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率※1

歯科健診実施市町村数・割合※2

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健
事業を実施している市町村数・割合※2

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の

実施市町村数・割合※2

・低栄養

   ・口腔

・服薬(重複・多剤等)

・重症化予防(糖尿病性腎症)

・重症化予防(その他・身体的フレイル含)

・健康状態不明者対策

※各事業対象者の抽出基準は問わない

26.1％

1522 87.4％

1191 68.4％

509 29.2％

33

平均自立期間※2

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの
抽出基準に該当する者の割合) ※1

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
カ
ム

249 14.3％

182 10.5％

789 45.3％

793 45.5％

943 54.2％

0.8％

3.2％

3.4％

1.6％

4.5％

0.7％

6.3％

5.1％

0.02％

1.6％

全国値
(R7.10確認)

（高齢者保健事業の実施計画中間評価に向けた調査）

データヘルス計画策定時の共通評価指標（全国値）について 【令和５年度実績】

※1 各広域連合の値の平均値
※2 実施市町村数を全国の市町村数で除して算出した値

男79.6 女84.0



（高齢者保健事業の実施計画中間評価に向けた調査）

データヘルス計画策定時の共通評価指標（全国値）について 【令和６年度実績】

総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率※1

歯科健診実施市町村数・割合※2

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健
事業を実施している市町村数・割合※2

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の

実施市町村数・割合※2

・低栄養

   ・口腔

・服薬(重複・多剤等)

・重症化予防(糖尿病性腎症)

・重症化予防(その他・身体的フレイル含)

・健康状態不明者対策

※各事業対象者の抽出基準は問わない

27.4％

1542 88.6％

1454 83.5％

654 37.6％

34

平均自立期間※2

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの
抽出基準に該当する者の割合) ※1

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
カ
ム

男79.6 女84.0

364 20.9％

257 14.8％

1107 63.6％

987 56.7％

1197 68.8％

0.8％

3.3％

3.4％

1.7％

4.9％

0.7％

6.3％

5.5％

0.01％

1.6％

全国値
(R7.12確認)

※1 各広域連合の値の平均値
※2 実施市町村数を全国の市町村数で除して算出した値



健康診査の受診率向上に向けた取組

令和7年度特別調整交付金交付基準

●「健康診査の推進」の新設による交付額の増額、対象となる
取組及び経費の明確化

●質問票を含む健診データのデータ化に係る経費支援の明確化

保険者インセンティブ（令和8年度分）
評価指標

●健診受診率の向上に向けて望ましい取組や目標達成に対する
評価指標への見直し

●健診受診率向上にかかる取組に対する評価の配点を増加

● 健診受診率向上を目的として、健診未受診者に対する個別勧奨

通知、健診の積極的な広報・周知等に係る経費等を対象とした「健
康診査の推進」の区分を新設し、従来の交付基準額を1千万円ずつ
引き上げを行い財政的な支援を行う。

● 事業区分Ⅲ－１における対象となる取組や経費を明示。
（２）取組の推進 （エ）健康診査の推進

  <主な取組と対象経費>
・健診受診率向上を目的とした未受診者に対する個別受診勧奨通知や

健診の周知・広報や診療情報を健診の結果として活用する取組にお
        ける医療機関より診療情報提供等に要する経費

（3）その他、被保険者の健康増進のために必要と認められる事業
    <主な取組と対象経費>
     ・健康診査データ及び後期高齢者の質問票のデータ（通いの場で把握
        した場合も含む）や診療情報を健康診査の結果として活用する取組
        における医療機関から得た診療情報を特定健診等データ管理システ
        ムへの入力支援に係る経費（人件費や委託料）
    ・健康増進のための取組を行った場合に健康ポイントを付与して物品
       やサービスと引き換える等の事業を行う際の周知広報の取組等に
       係る経費

健診の実施及び健診受診率向上に向けた取組の実施
（令和６年度の実績を評価）

点
数

① 健診の結果（後期高齢者の質問票を活用している場合はその結果
も含む）について、全ての管内市町村でKDBに搭載しているか。

1

② 健診において「後期高齢者の質問票」を全ての管内市町村で活用
しているか。

１

③ 広域連合の関与により健診受診率向上のための取組を２項目以上
全ての管内市町村で実施しているか。

１

④ 広域連合又は管内市町村で診療情報を健康診査の結果として活用
する取組を実施しているか。

２

⑤ 健診受診率が前年度（令和５年度）以上の値となっているか。 ２

⑥ 健診受診率が前年度（令和５年度）の1.1倍以上となっているか。 ２

⑦（⑤を達成しており）75歳～84歳の健診受診率が前年度（令和５年
度）以上の値となっているか。

１

⑧ 健康状態不明者を全市町村分把握し、健診の受診勧奨等に取り組
み、健康状態不明者の割合が減少しているか。

１

⑨ 健診受診率（医療機関からの診療情報を活用した場合を含む）が
30％以上となっているか。

4

⚫ 健診受診率は第３期データヘルス計画における共通評価指標の１つであり、全国値の現状は27.2%（R4年度実績）である。

⚫ 健診受診率の向上を推進する観点から、特別調整交付金交付の交付基準や保険者インセンティブの評価指標を見直し等を通して、広
域連合（市町村）による健診の受診勧奨やみなし健診の導入等の取組を引き続き推進していく。

令和8年度分 最大15点（令和7年度分 最大9点）
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○ 手引きで計画様式に記載すべき事項とされている項目について、計画様式の構造どおりに整理が進められ、記載のある広域連合が増加するな
ど、前期計画と比して標準化が進展し、全国の取組の集約・比較が可能となった。

○ 計画様式の標準化により、必要事項が記載され、策定される計画の一定の質の担保が期待される。更に、データヘルス計画の運用や進捗管理
にあたって支援評価委員会等から支援・助言を得る際も、地域課題や取組状況にかかる必要事項について網羅的に提示することが可能となり、
保健事業全体の質の向上につながることが期待される。

○ 計画様式の標準化により、必要事項については各広域連合において把握・整理されることとなったが、計画策定当初から計画様式を使用して
いた場合と別の様式で作成した内容の網羅性等の確認に使用される場合など、計画様式の活用方法は同一でなかった。また、一部様式の記載
内容については、広域連合の特徴を踏まえて独自の内容を追記して充実を図る例もあった。

○ 計画様式Ⅱの健康課題から保健事業の優先順位設定における根拠や考え方、計画様式Ⅲの計画の目的・目標の設定方法がわからないとする場
合、計画様式Ⅳの個別事業におけるアウトカム指標、ストラクチャーのモニタリング等の記載が十分でない場合があるなど、計画様式の整理
に関する理解が十分されていない可能性がある。

○ 第３期データヘルス計画は他の計画との整合性も考慮して策定することとなっており、都道府県や市町村における他計画の策定が同時並行で
あったために情報共有の難しさがあったとする広域連合もあるが、関係者との定期的な情報提供、情報共有や意見交換を通じて整合性の確保
が図られていた。

高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書
論点１－２：標準化【計画様式】
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⚫ 計画様式の導入における状況を整理したほか、現状把握、健康課題の抽出、計画の目的・目標の整理、個別事業の
方法・体制に係る事項および課題を確認し、広域連合における更なる充実に向けた取組について整理した。

○ 標準化された計画様式は、考え方のフレームを示したものであるため、省力化や簡素化に向けて、現状の整理や個別事業の計画等に計画様式
を適切に活用いただくことが重要である。

○ 計画様式の記載が十分でない場合などは、他広域連合の記載を参考とすることや、研修等で積極的に情報収集し、計画に反映することが望ま
しい。地域の健康課題から個別事業への優先順位付けを検討する際は、国保保健事業の取組の方向性や都道府県で策定する医療費適正化計画
や健康増進計画等を踏まえて検討する必要がある。

○ 都道府県や国保連、関係団体等関係者にも計画様式を活用して進捗状況を共有し、密な連携体制を構築することが重要である。支援評価委員
会等に専門的な見地からの支援・助言を受けるにあたっても、計画様式を活用することで必要事項を抜け漏れなく提示することができ、一定
程度の質の担保が期待される。

調査結果を踏まえた現状と課題等

更なる充実に向けた取組



○ 管内市町村に対してデータヘルス計画についての情報提供を継続的に行うとともに、各市町村が提出した一体的実施計画書等について指導・助
言により支援を行う。特に、広域連合の保健事業の目標達成に向けて、事業の取組内容が不適切または効果の発揮が十分でない市町村の事業に
ついては、市町村に対して調整・指導等が必要である。

○ 市町村のポピュレーションアプローチの実施状況を確認し、ハイリスクアプローチと組み合わせた保健事業の実施を推進する観点から、広域連
合が自ら行う必要がある事業や支援について検討する。

○ 多様な医療専門職が、各専門分野のみでなく複合的・総合的に支援できるよう、関係団体等も含めた体制構築を行うことが必要である。また、
活用可能なコンテンツ等の作成や多職種間での情報共有の機会を設定すること等も有効である。

データヘルス計画に記載されている事項

○ 令和２年から開始された一体的実施の取組に関する記載は、第２期と比較して多くなり、高齢者保健事業の中心として位置づけられていた。ま
た、一体的実施の取組については、市町村が主体となって実施し、広域連合がそれを後方支援するという役割・体制が明記されていた。

○ 一方で、広域連合が直接実施する事業や、市町村支援に関する事業については記載が少なかった。ハイリスク者数の減少については、ハイリス
クアプローチとポピュレーションアプローチを連動させて実施することが重要であるが、データヘルス計画においてはポピュレーションアプ
ローチの記載はあまり見られなかった。

○ 一体的実施の中心的な役割を担う市町村においては、人員不足が主な課題であった。広域連合としては、関係団体への協力依頼や、医療専門職
や関係団体に対しての事業説明会等を通じて本事業の理解促進を図ると同時に、人材確保支援等の広域的な後方支援策を検討する必要がある。

広域連合による後方支援策の実施状況

○ 40広域連合にて市町村への方針説明を行っており、広域連合からデータヘルス計画についての説明を受けた市町村は約８割であった。広域連合
が実施する研修会等では、管内市町村の状況を可視化し、広域連合や国と比較して提示するほか、市町村による好事例発表等を行っている事例
もあった。

○ 「健康教育・健康相談」や「健診未受診者への個別受診勧奨」等の取組みについて市町村に補助を行っている事例や、市町村の実施が困難なハ
イリスクアプローチについて事業を実施している例もあった。（特別調整交付金(区分Ⅱ、Ⅲ)を活用）

○ 保険者インセンティブを財源として市町村に配分し、市町村の保健事業等に活用している例もあった。

○ 市町村に向けた人材確保支援策として、委託先の一覧表の提供、専門職人材の雇用・派遣、県内での人材確保策の事例の共有等をしている事例
があった。

高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書
論点２：保健事業の内容の充実
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⚫ 保健事業の内容充実に向けて、広域連合が直接実施する独自の事業など広域連合が実施できることや、市町村との
調整など市町村支援における工夫について整理した。

調査結果を踏まえた現状と課題等

更なる充実に向けた取組



データヘルス計画で進捗管理する保健事業
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⚫ 広域連合は、市町村に委託する一体的実施の取組を含め、健診・歯科健診や広域連合が直接実施するハイリスクア
プローチ、医療費適正化に関する取組、一体的実施など市町村の取組を支援する事業等の全ての保健事業について、
効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、PDCAサイクルを回して運用することが必要である。

データヘルス計画における高齢者の保健事業としてカバーする範囲

※ 「高齢者保健事業」とは、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る
被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業。（高齢者の医療の確保に関する法律）

※事業区分Ⅰ～Ⅲとは、特別調整交付金交付基準の整理



高齢者保健事業実施計画に係る調査報告書
論点３：評価の進め方の整理
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⚫広域連合が策定するデータヘルス計画の評価にあたっては、市町村が実施する一体的実施を中心とした保健事業の実
施状況の把握及び評価が重要となるため、市町村との連携に向けた課題及び取組状況について整理した。

⚫広域連合における取組事例を参考にしながら、広域連合がデータヘルス計画を適切に進捗管理を行い、PDCAサイク
ルに沿った確実な計画運用を進められるよう、活用可能な様式（進捗管理シート、振り返りシート（付録ー市町村支
援記録シート））を作成した。

○ 市町村に委託して実施している一体的実施の事業について、41広域連合が年度単位での事業評価を実施、もしくは実施する予定として
いた。

○ 広域連合が実施する評価としては、計画様式による構造の提示や共通評価指標の設定により、各事業のストラクチャー、プロセス、
アウトプット、アウトカムを整理し評価することが可能となるといった効果が見られた。計画の評価についての視点は標準化が図ら
れている一方で、計画で設定した指標・目標の評価が難しいと回答した広域連合が３割あり、評価結果について外部有識者の相談先
がないとした広域連合が３割あった。

○ 国から提示された各個別事業の評価指標例を参考に市町村も事業を進め、個別事業について具体的な評価の仕方について学習の機会
を求める等、前向きな検討が進んでいた。

○ 保健事業の実施において、目標設定したものの、改善することの難しさや広域連合から市町村への説明時にその妥当性や論拠を示す
ことが難しいといった意見もあった。

〇 広域連合は、毎年度広域連合の指標と市町村の指標の結果を確認し、その取組状況を把握して評価を行う必要がある。その際、進捗
管理シートを活用し、効率的に正確な実態把握が可能である集約ツール等も適宜使用して総合的なアセスメント及び課題等について
整理を行う。

〇 データヘルス計画の進捗管理の一環として市町村及び広域連合の取組状況について整理を行うにあたり、広域連合が振り返りシート
を活用することは有用であり、市町村の保健事業とデータヘルス計画との整合性等について助言・指導を行う。また、市町村に対し
て支援を行った場合に支援の判断に至る経緯や支援内容についてまとめられるよう、市町村支援記録シート等に記録しておくことが
望ましい。

〇 評価の際には、事業計画を共有した関係者（都道府県、国保連合会、関係団体、管内市町村、支援評価委員会等）に対し、評価結果
とともに、改善を要する点や評価結果を踏まえた次年度計画等を共有することが重要である。実施率・成果を高めるための工夫を検
討する際には、集約レポート等を活用して、管内市町村の取組状況を見える化し、好事例を踏まえストラクチャーやプロセスを検討
するほか、市町村に対しては評価結果のフィードバックと併せて、今後の取組について調整・指導を行うことも重要である。

〇 広域連合が自ら行う事業や、市町村支援事業についても併せて計画、実施、評価を行う必要がある。市町村支援の際には、個別的支
援、集合研修等組み合わせて効率的・効果的な支援の方法を検討する。データヘルス計画に記載が十分でない事項については、追記
等も検討し、保健事業全体についてのPDCAを管理し、実効性を高める必要がある。

調査結果を踏まえた現状と課題等

更なる充実に向けた取組



データヘルス計画の進捗管理のための様式について

40

⚫ 本報告書と併せて、データヘルス計画の進捗管理に資する様式を提供した。
⚫ PDCAサイクルによる進捗管理の実施に向けて、把握すべき評価指標の把握と整理、広域連合自らの取組状況及び市

町村支援の振り返りについて、これらの様式を活用し、効率的・効果的な保健事業の推進することとしている。

◼ データヘルス計画の進捗の把握及び評価にあたっては、毎年度、広域連合における指標及び構成市町村ごとの指標について結果

を確認し、結果に寄与した取組状況等を評価のうえ、必要時、それぞれの取組の改善や増強を図ることが必要である。

＜評価のために把握することが想定される項目＞

・共通評価指標 ：一体的実施の取組を中心に個別事業を評価するもの

・策定の際に確認が必要とされたデータ例 ：地域の健康課題や取り組むべき事業の優先課題に資するもの

・個別の保健事業（計画様式Ⅳ）での評価指標 ：一体的実施の取組としての市町村の取組状況を評価するもの、
一体的実施によらない広域連合が行う事業や市町村の取組を支援する事業を評価するもの

⇒上記の指標等を整理するための【進捗管理シート】を作成し、提供した。

◼ 進捗管理シートを活用の上、広域連合が取組状況についてストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム等の観点から
振り返りを行う際、適切な振り返りに向けて参照いただく【振り返りシート】を作成し、提供した。

◼ 市町村に対して実施した支援の状況について記録し、次年度の確認・支援の際等に活用できる【市町村支援記録シート】を付録
として作成し、提供した。

進捗管理を行う内容・様式

割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

% % % % % %

％ % % % % % %

目的・目標 抽出した課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）と目標・評価項目

目標

計画全体の目的
（この計画によって目指す姿）

評価項目（共通評価指標）

計画策定時
実績※１

上段：目標値※２、下段：実績値

2022
（R4)

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

アウト
プット

健診受診率

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく
保健事業を実施している市町村数・割合

歯科健診実施市町村数・割合

健康状態不明者

アウト
プット

一体的実施の推進
実施市町村数の増加

低栄養

口腔

服薬（重複・多剤）

重症化予防（糖尿病性腎症）

重症化予防（その他身体的フレイルを含む）

＜様式例＞
・共通評価指標や広域連合で独自に設定した指標について、考え方のフ

レームは踏襲したうえで評価等に活用できるよう、データヘルス計画
の計画様式Ⅲを改変して作成し、目標値と並べて実績値を入力可能と
する。

・実績として、評価指標の数値のみでなく、アセスメントや定性的評価
を記載できる欄を設ける。

・個別事業についても、様式Ⅲと同様に、計画様式Ⅳを改変して作成した。



70.2%

12.8%

17.0%

活用している

活用する予定がある

活用していない

（令和６年度一体的実施実施状況調査）
集約レポートの活用状況  【速報値】
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⚫ 全体の約７割の広域連合が集約レポートを活用している
⚫ 今後広域連合からの意見等を参考に、グラフを追加するなどの改修を加えた令和７年度集約レポートを作成する

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（広域連合票）
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【集約レポートの活用場面（複数選択可）】

• 対象者抽出基準について、取組区分ごとに採用している基準の内訳（活用支援ツールの抽出基準・独自基準）を見たい。

• アウトプット量について、取組区分ごとだけではなく、市町村別に全体量を見たい。

• 健診受診率や介入者数について経年で見たい。
⇒ 技術検討の上、令和7年度集約レポートに反映予定

その他広域連合からのご意見※

※実施状況調査を受けて実施した、広域連合ヒアリングでのご意見を含む

【実施計画書の集約レポート活用状況】

【活用していない理由】（一部抜粋）
• 情報量が多すぎて、活用しきれない。独自で集約している
• 独自様式で集約した結果を市町村へ配布しているため。
• 活用する場面がないため。

N=47

n=39



2023年度
(R5)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

% % 56.0% 57.0% 58.0% 59.0% 60.0% 61.0%

54.90% 56.10% 54.10%

% %

% %

% %

% %

% % 27.3% 27.6% 27.9% 28.2% 28.5% 28.8%

26.70% 27.54% 24.70%

% %

% %

% %

% %

市町村からの実績報告書の提出により、実施方法や課題を把握する。

事業の目的 健康診査の受診を通し、生活習慣病等を早期に発見し、被保険者の重症化を予防します。

Ⅳ　個別事業 事業シート　[１]

事業１ 健康診査事業

事業の概要

腹囲を除く、特定健診の健診項目の実施（※受診者負担は原則なし。）
　　＜広域連合＞
　　①ホームページ、被保険者証送付時の冊子及び新聞広告等により、健康診査について周知に努めます。
　　②各市町村が実施した健康診査等の受診率向上の取組（優良事例）について、情報提供を行う。
　　③福島県医師会等へ医療機関受診者に対する健康診査の受診勧奨を継続的に推進します。
＜市町村＞
　　①広報紙及びホームページ等で健診結果データの分析を通して、各市町村が抱える健康課題を広報し、健康診査の受診勧奨及び健康意識向上を図りま
す。
　　②健康診査を受診するに当たり、受診機会の確保や利便性の向上を図り、被保険者にとって受診しやすい環境づくりに努めます。

項目 No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績
（R4)

上段：目標値、下段：実績値

アウトカム
評価指標

1
健康診査結果が受診勧奨値
となった方のうち、医療機
関を受診した方の割合

KDBシステムデータにより実
績を確認し、評価する。

2

3

4

5

アウトプット評
価指標

1 健康診査受診率
市町村報告により実績を確認
し、評価する。

2

3

4

5

プロセス
（方法）

概要
１　広域連合が、市町村委託して実施
２　委託を受けた市町村は、直接実施するか、関係機関・団体に事業の一部を再委託して実施

実施内容
①広域連合から各市町村に委託し、各市町村の状況に応じ、集団健診及び施設健診により実施。
②被災により避難している被保険者が避難先で受診できるよう県を通じて関係機関と受診契約を締結のうえで実施。

実施後のフォロー・モニタリング

備考

ストラクチャー
（体制）

概要
１　広域連合が、市町村委託して実施
２　委託を受けた市町村は、直接実施するか、関係機関・団体に事業の一部を再委託して実施

実施内容

①広域連合の体制
　　　ア　担当部署：業務課保健事業係
　　　イ　担当者：事務職１名
　　　ウ　実施方法：市町村へ委託して実施します。
②市町村の体制
　　　ア　担当部署：市町村によって異なります。
　　　イ　担当者数：市町村によって異なります。
　　　ウ　実施方法：市町村は健診実施可能団体に委託し、集団健診及び施設健診を実施します。

実施後のフォロー・モニタリング 市町村からの実績報告書の提出により、実施方法や課題を把握する。

備考

・市町村からの実績報告の提出は3月31日まで
・KDBへの反映、確定は翌年度12月のため、当該年度の健診受診率（アウトプット）やアウトカム指標の結果は暫定値を記
載し、翌年度確定値に修正して管理していく。

計画様式から事業の目的・概要を転記する。

計画様式から転記する。
計画様式から目標値を転記する。

計画様式から転記する。必要に応じて変更内容を追記する。

実績を記載する。適宜、年度末に暫定値等で記載し、翌年度確

定値に修正し、記載を確定することなども想定される。最終

的な進捗管理シートには、確定値での記録を残していくこと。

実績を記載する。適宜、年度末に暫定値等で記載し、翌年度確

定値に修正し、記載を確定することなども想定される。最終

的な進捗管理シートには、確定値での記録を残していくこと。

割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母

目標値 0% 0% 27.3% 27.6% 27.9% 28.2% 28.5% 28.8%

実績値 26.7% 73,510人 275,830人 27.5% 78,974 286,689 24.7% 55,232 223,577 0% % % % %

目標値 0% 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

実績値 100.0% 59市町 59市町 100% 59 59 100% 59 59 0% % % % %

目標値 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

実績値 74.6% 51市町 59市町 100% 59 59 100% 59 59 0% % % % %

目標値 0% 0.0% 61.0% 36% 59% 69.5% 78.0% 86.4% 89.8% 93.2%

実績値 52.5% 31市町 59市町 52.5% 31 59 64.4% 38 59 % % % % %

目標値 0% 0.0% 33.9% 42.4% 50.8% 59.3% 62.7% 66.1%

実績値 25.4% 15市町 59市町 25.4% 15 59 35.6% 21 59 % % % % %

目標値 0% 0.0% 16.9% 20.3% 23.7% 27.1% 30.5% 33.9%

実績値 13.6% 8市町 59市町 15.3% 9 59 22.0% 13 59 % % % % %

目標値 0% 0.0% 74.6% 79.7% 84.7% 89.8% 94.9% 100.0%

実績値 61.0% 36市町 59市町 69.5% 41 59 83.1% 49 59 % % % % %

目標値 0% 0.0% 67.8% 71.2% 74.6% 78.0% 81.4% 84.7%

実績値 57.6% 34市町 59市町 64.4% 38 59 78.0% 46 59 % % % % %

目標値 0% 0.0% 47.5% 52.5% 57.6% 62.7% 67.8% 72.9%

実績値 35.6% 21市町 59市町 44.1% 26 59 57.6% 34 59 % % % % %

目標値 0% 0% 0.70% 0.74% 0.77% 0.81% 0.85% 0.89%

実績値 0.70% 2,098 297,440 0.69% 2185 314,586 0.6% 1,476 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 4.64% 4.89% 5.13% 5.83% 5.63% 5.87%

実績値 4.20% 12,511 297,440 3.69% 11610 314,586 2.8% 6,743 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 3.74% 3.74% 3..75 3.75% 3.75% 3.75%

実績値 3.64% 11,188 307,699 3.44% 10820 314,586 4.9% 11,658 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 1.97% 2.03% 2.09% 2.16% 2.22% 2.29%

実績値 1.78% 5,482 307,699 1.67% 5261 314,586 1.2% 2,836 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 4.95% 5.22% 5.49% 5.77% 6.04% 6.31%

実績値 4.41% 13,126 297,440 4.27% 13428 314,586 3.4% 8,089 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 0.39% 0.40% 0.40% 0.41% 0.42% 0.43%

実績値 0.46% 1,389 297,440 0.60% 1892 314,586 0.5% 1,121 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 10.66% 12.36% 14.06% 15.75% 17.45% 19.14%

実績値 7.43% 22,119 297,440 5.04% 15847 314,586 9.4% 22,369 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 5.45% 5.68% 5.91% 6.14% 6.37% 6.60%

実績値 5.05% 15,024 297,440 4.82% 15148 314,586 3.7% 8,729 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 0.006% 0.005% 0.006% 0.005% 0.006% 0.006%

実績値 0.008% 26 297,440 0.008% 24 314,586 0.0% 42 239,120 % % % % %

目標値 0% 0% 1.59% 1.60% 1.62% 1.64% 1.66% 1.69%

実績値 1.62% 4,836 307,699 1.56% 4912 314,586 2.2% 5,358 239,120 % % % % %

目標値
79.4
83.8

79.55
83.9

79.7
84.0

79.85
84.1

80.0
84.2

80.15
84.3

実績値
79.1
83.6

78.8
83.3

78.6
83.1

目的・目標 抽出した課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）と目標・評価項目

目標

計画全体の目的
（この計画によって目指す姿） できるだけ長く安心して自立した生活を送ることができるよう、健康の保持・増進、生活の質の維持・向上を図ります。

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

健診受診率の向上
健康状態不明者の把握

アウト
プット

健診受診率

評価項目（共通評価指標）

計画策定時
実績※１

目標値・実績値

2022
（R4)

2023
（R5 )

2024
（R6 )　暫定

2025
（R7 )

歯科健診実施市町村数・割合

生活習慣の改善
重症化の予防

フレイルの予防

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく
保健事業を実施している市町村数・割合

一体的実施の推進
実施市町村数の増加

アウト
プット

低栄養

服薬（重複・多剤）

重症化予防（糖尿病性腎症）

口腔

重症化予防（糖尿病等治療中断者）

重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

重症化予防（腎機能不良未受診者）

健康状態不明者

平均自立期間（要介護２以上）上段　男性
　　　　　　　　　　　　　　下段　女性

重症化予防（その他身体的フレイルを含む）

健康状態不明者

一体的実施の推進
ハイリスク者割合の減少

アウトカ
ム

低栄養

口腔

服薬（多剤）

服薬（睡眠薬）

身体的フレイル（ロコモ含む）

重症化予防（コントロール不良者）

計画様式から転記する。

計画様式から目標値を転記する。

評価時に算出した結果を記載する。適宜、年度末に暫定値等で記載し、翌年

度確定値に修正し、記載を確定することなども想定される。

令和5年度の実績値を記載する。

一体的実施報告書（集約ツール）から把握可能

一体的実施・KDB活用支援ツールで把握

評価時に把握した結果を記載する。適宜、年度末に計画状況を元に暫定値等

で記載し、翌年度確定値に修正し、記載を確定することなども想定される。

評価時に算出した結果を記載する。適宜、年度末に暫定値等で記載し、翌年

度確定値に修正し、記載を確定することなども想定される。最終的な進捗管

理シートには、確定値での記録を残していくこと。

評価時に把握した結果を記載する。適宜、年度末に計画状況を元に暫定値等

で記載し、翌年度確定値に修正し、記載を確定することなども想定される。最

終的な進捗管理シートには、確定値での記録を残していくこと。

評価時に把握した結果を記載する。適宜、年度末に計画状況を元に暫定値等

で記載し、翌年度確定値に修正し、記載を確定することなども想定される。
※一体的実施計画書の事業概要から把握可能だが、必要時、広域連合において調査等により把

握することが想定される。

データヘルス計画の進捗管理のための様式について（進捗管理シート）
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⚫ データヘルス計画の評価指標について進捗を把握するための参考様式として、進捗管理シートを作成し、提供した。

   ○ 共通評価指標や広域連合で独自に設定した指標について、考え方のフレームは踏襲したうえで評価等に活用できるよう、データヘル
ス計画の計画様式Ⅲを改変して作成し、目標値と並べて実績値を入力可能とする。

   ○ 実績として、評価指標の数値のみでなく、アセスメントや定性的評価を記載できる欄を設ける。

   ○ 個別事業についても、様式Ⅲと同様に、計画様式Ⅳを改変して作成した。

※ 進捗管理シートは、広域連合内で保健事業の進捗管理を行うにあたり、自らの取組状況の評価及び共有のために活用すること、関係者
や関係団体、有識者等に対し取組状況について説明する際に資料として利用することが想定される。

※ 共通評価指標については、中間評価・最終評価等の際に国において集約することも想定される。

＜進捗管理シート＞

• データヘルス計画の計画様式（Ⅲ・Ⅳ）を改変し、目標値に加え、実
績値を入力可能とした。

• 各項目を記載するにあたってのポイントについて、記載例・記載要領
（方法・注意事項等）も併せて提供予定。
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＜参考＞
広域連合によるPDCA管理における実績の把握方法について

43

⚫ 広域連合で事業評価のための実績を把握する方法としては以下。

○広域連合がKDB等を使用して直接把握する。

○特別調整交付金の実績報告書を用いて作成する集約レポートにて管内市町村の実績を把握する。
※実績報告書は市町村ごとにエクセル様式で提出をしており、広域連合にて実績報告書を集約できるツールを国より提供済み。簡便に市町村の状況を把握可能。

なお、令和６年度事業において、データヘルス計画で把握すべき項目を経年で表示できるよう改修予定。

○国保中央会等から公開される統計情報で把握する。

共通評価指標および計画策定時に確認が必要なデータ KDB その他情報
一体的実施計画書・実績報告書

（市町村作成）

健診受診率 ー （補助金申請のため把握） 〇

歯科健診実施市町村数・割合 ー （補助金申請のため把握） 歯科健診受診率

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数・割合 ー ー

実施市町村数割合
低栄養・口腔・服薬（重複・多剤等）・重症化予防（糖尿病性腎症）・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）・健康状態不明者対策

ー （一体的実施計画書で把握） 〇

平均自立期間（要介護2以上） ー 国保中央会より公開 ー

ハイリスク者割合
低栄養・口腔・服薬（多剤）・服薬（睡眠薬）・身体的フレイル（ロコモ含む）・重症化予防（コントロール不良者）・重症化予防（糖尿病
等治療中断者）・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）・重症化予防（腎機能不良未受診者）・健康状態不明者対策

〇 〇

計画策定時に確認が必要なデータ KDB その他情報
一体的実施計画書・実績報告書

（市町村作成）

一人当たり医療費 〇 ー

一人当たり医療費（入院・外来） 〇 〇

一人当たり医療費（歯科・調剤） 〇 ー

疾病分類別医療費 〇 ー

介護給付費 〇 居宅一人当たり介護給付費

後発医薬品の使用割合 ー 厚労省より公開 ー

重複投薬患者割合 〇 ー

：広域連合による直接把握

市町村への照会等により把握

集約ツールにより、簡便に市町村別の状況が把握可能。市町村の状況別の支援につなげることを可能としている。



＜参考＞
データヘルス計画の進捗管理における各種データ把握時期等について

⚫ データヘルス計画では、共通評価指標を中長期的に進捗を管理していくことを求めているが、共通評価指標にかか
るデータを正確に把握するためには、事業実施年度から一定の時間を要する。

⚫ 進捗管理において、実績を進捗管理シートに確定値を記載等する時期は、少なくとも【実施年度の翌年度12月～１
月以降】となるが、各年度単位での評価も必要であることから年度末にその時点で整理可能な定性評価等を記載し、
年度明けに市町村等の実績を踏まえて確定値を記載し、管理していくことが考えられる。

R8年度R7年度R6年度R5年度作業のタイミング

R7実績R6実績R５実績R4実績

分子：

R8.12
分母：照会等

時期による
（R8.4～）

分子：

R7.12
分母：照会等

時期による
（R7.4～）

分子：

R6.12
分母：照会等

時期による
（R6.4～）

分子：

R5.12
分母：照会等

時期による
（R5.4～）

健診受診者（分子）

：KDB
健診受診対象者（分母）

：市町村への照会等

健診受診率

照会等時期
による

照会等時期
による

照会等時期
による

照会等時期
による

市町村への照会等歯科健診実施市町村数・割合

照会等時期
による

照会等時期
による

照会等時期
による

照会等時期
による

市町村への照会等
質問票を活用したハイリスク者把握に基づ
く保健事業を実施している市町村数・割合

R8.5~7R7.5~7R6.5~7
照会等時期
による

一体的実施実績計画書・
報告書（集約結果）

ハイリスクアプローチの実施市町村数割合

作業時期に
よる（R7.5

月診療分）

作業時期に
よる（R6.5

月診療分）

作業時期に
よる（R5.5

月診療分）

作業時期に
よる（R4.5

月診療分）

KDB
（医療情報）

服薬（多剤）ハイリスク者割合

※一体的実施・KDB活
用支援ツールの初期設
定条件に基づき把握。 R8.12～R7.12～R6.12～R5.12～

KDB：
※一体的実施・KDB活用

支援ツールを使用

その他
※健診結果また
は質問票の結果
により抽出する
指標

R8.7～8
（令和６年
統計情報分）

R7.7～8
（令和５年
統計情報分）

R6.8
（令和４年

統計情報分）

R5.7
（令和３年

統計情報分）

KDB・国保中央会HP平均自立期間（要介護２以上）

データヘルス
計画策定

R11年度R10

R10実績実績

分子：

R11.12
分母：照会等

時期による
（R11.4～）

照会等時期
による

照会等時期
による

R11.5~7

作業時期に
よる（R10.5

月診療分）

R11.12～

R11.7～8
（令和９年

統計情報分）

データヘルス
計画期間開始 中間評価

作業

最終評価・
次期計画策定

【共通評価指標のデータ（確定値）把握可能時期】

足元値

目標値設定

（目標値への進捗の管理）
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＜参考＞
データヘルス計画における総合的な評価指標（共通評価指標）

最終
目標 重点的な取組 共通指標 分母 分子 確認方法

在
宅
で
自
立
し
た
生
活
が
お
く
れ
る
高
齢
者
の
増
加

■健康診査・歯科健診
の実施

■ハイリスク者の把握
（スクリーニング） 健診受診

被保険者数
（R７年４月1日時点）
－対象外者数
▸対象外者

健診除外告示第５号及び
第６号に該当する者

健診受診者数
（R７年４月～R８年３月）

広域連合による把握

歯科健診実施市町村数・割合
全市町村数
（R８年３月31日時点）

実施市町村数
（R８年３月31日時点）

広域連合による把握
各市町村が提出する後期

高齢者医療制度実施状況調査

質問票を活用したハイリスク者把握に基づき
保健事業を実施している市町村数・割合

全市町村数
（R８年３月31日時点）

実施市町村数
（R８年３月31日時点）

広域連合による把握

■生活習慣病等の重症化
予防

・服薬
・コントロール不良者
・糖尿病等治療中断者
・基礎疾患保有＋フレイル

（ロコモを含む）

・腎機能不良未受診者

■高齢による心身機能の
低下防止

・低栄養
・口腔
・身体的フレイル
・健康状態不明者対策

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ハイリスクアプローチ実施市町村数・割合
・低栄養
・口腔
・服薬（重複・多剤等）
・重症化予防（糖尿病性腎症）
・重症化予防

（その他 身体的フレイルを含む）
・健康状態不明者対策

全市町村数
（R８年３月31日時点）

実施市町村数
（R８年３月31日時点）

広域連合による把握
各市町村が提出する
一体的実施計画書・実績

    報告書の集約結果

ア
ウ
ト
カ
ム

平均自立期間 ※算出に使用する統計情報の調査期間は令和６年となる
（令和８年度（累計））

国保中央会ホームページ

統計情報＞平均自立期間
平均自立期間・平均余命都道
府県別一覧

KDBシステム
「地域の全体像の把握」

ハイリスク者割合
・低栄養
・口腔
・服薬（多剤）
・服薬（睡眠薬）
・身体的フレイル（ロコモ含む）
・重症化予防（コントロール不良者）
・重症化予防（糖尿病等治療中断者）
・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）
・重症化予防（腎機能不良未受診者）
・健康状態不明者対策

健診受診者数
健診受診者数
被保険者数
健診受診者数
健診受診者数
健診受診者数
健診対象者数
健診受診者数
健診受診者数
被保険者数
（R７年４月1日時点）

一体的実施・KDB活用支援
ツールの基準該当者数
（R７年４月～R８年３月）

分子は一体的実施・KDB活用
支援ツールによる 把握

※R８年の12月にR７年度の健診情報の格納が完了するため、健診情報が抽
出基準に含まれるものについては、 R８年12月以降にハイリスク者の抽出
を行うことが必要。
※ハイリスク者割合の分母の取扱いについては、令和8年3月31日付け事務
連絡「「高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）の中間評価に向
けた手引き」の公表及び総合的な評価指標（共通評価指標）の見直しにつ
いて」を参照。

※令和５年12月４日付け事務連絡「第3期データヘルス計画策定にけ
る国保データベース（KDB)システム及び一体的実施・KDB活用支援
ツールの活用における留意点等について」を参照。

【R８年度に作業する場合】 ★下線部：昨年度から更新及び一部改変
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広域連合によるPDCA管理に関するスケジュール

46

⚫ 広域連合にて事業評価を行うための想定スケジュールを以下に記載する。

・進捗チェックリストに基づいて取組状況を事前に確認し、広域連合の支援内容を検討する。事業評価の際は、評価指標等
の実績値の確認を行う。その際、適宜、進捗チェックリストを用いて振り返りを行う。

・一体的実施の市町村への委託契約締結後、市町村にて実施される保健事業については年度末（必要に応じて年度途中に中
間報告）に報告を得るなど取組状況等について情報収集し、評価を実施する。

＜令和7年度を例示＞

市町村広域連合が自ら実施する事項 市町村委託事業関係国

令和７年
4月

令和７年
5月～7月

令和７年
8月～10月

令和７年
11月～1月

令和８年
２月～３月

事業計画書（令和７年度）・実績
報告書（令和6年度）の提出依頼

事業計画書（令和７年度） ・実績
報告書（令和6年度）の作成支援

事業計画書（令和７年度） ・実績
報告書（令和6年度）の内容確
認・提出

提出

提出
事業計画書（変更）
（令和７年度）の作成・
提出

事業計画書（変更） （令和７年度）

の内容確認・提出

一体的実施等の委託契約締結
事業開始

事業計画書（令和７

年度） ・実績報告
書（令和6年度）の作
成・提出

●広域連合が自ら行う事業の検討及び実施

●市町村の実施状況の確認（事業計画書）

●市町村支援の方法の検討及び実施
（事業計画書・実績報告書）

提出された計画書・報告書・集約レポート等の確認や
振り返りシートの参照により、当該年度の支援内容・
実施内容等を検討する。

令和７年度の振り返りと令和８年度実施計画の検討
集約レポート、振り返りシートを参照し、令和８年度の支援
内容・事業実施等を検討する。

当該年度の振り返り
と次年度計画の検討

事業計画書
・

実績報告書

事業計画書（変更）



データヘルス計画の中間評価に向けた手引き
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高齢者の保健事業
のあり方検討WG

検討の進め方（イメージ）

R７年度

第１回会議 8月 第２回会議 12月 第３回会議 2月

R６年度

○ 令和６年度から開始された第３期データヘルス計画において、共通評価指標の設定及び健康課題の抽出から計画の目
的・目標へつなげるための考え方のフレームとして計画様式の標準化が進められ、各広域連合間の比較を可能とした。

○ 各事業の市町村間の比較や分析を可能にするため、健診受診率の計算方法や、一体的実施の対象者及び評価指標につ
いて標準化し、その実態や効果の詳細を分析するためデータ基盤を整備した。

○ 広域連合に一体的実施計画書及び実績報告書の集約支援ツールや集約レポート、データヘルス計画の評価指標につい
て進捗を把握するための参考様式として進捗管理シートや振り返りシートを提供している。

○ 令和８年度は広域連合において第３期データヘルス計画の中間評価が実施される予定。そのため、令和７年度は、
データヘルス計画中間評価に向けたヒアリング及びアンケートを行い、中間評価や見直しの視点等の検討を進め、広域
連合が中間評価を実施するに当たり参考となる情報をとりまとめる。

今後の方向性

高齢者の保健事業
のあり方検討WG

「高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）中間評価に係る有識者会議」
における検討等について

事業評価等に活用可能なツール
・高齢者保健事業実施計画に係る

調査報告書
・集約支援ツール、集約レポート
・進捗管理シート、振り返りシート

報告

「高齢者保健事業の実施計画
（データヘルス計画）策定の手
引き」補足資料として作成予定。

4月～

R５年度

48

R８年度

中間評価
第３期データ
ヘルス計画の
精査・分析

第３期データ
ヘルス計画策定

報告

報告

R９年度

データヘルス
計画後期

令和７年９月３日

資料１
第19回 高齢者の保健事業のあり方

検討ワーキンググループ



データヘルス計画の中間評価に向けた手引き（概要）

○ 広域連合が中間評価を実施する際に参考となる情報を提供するため、データヘルス計画中間評価に向けた調査業務

（ヒアリング調査及びアンケート調査）を行い、中間評価に資する情報を収集し、データヘルス計画策定の手引き

を補足する資料としてとりまとめる。
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報告書の目次構成

第１章 中間評価の目的・意義および実施手順

1.1 データヘルス計画について
1.1.1 データヘルス計画のPDCAサイクル
1.1.2 データヘルス計画と一体的実施の関係性
1.1.3 データヘルス計画における関係機関の役割

1.2 中間評価の目的・意義
1.3 中間評価の手順

1.3.1 保健事業の全体構造の確認（STEP1）
1.3.2 保健事業の進捗把握・評価（STEP２）
1.3.3 期の後半における事業計画の見直し（STEP3）
1.3.4 市町村等に対するフィードバック（STEP４）

1.4 第4期データヘルス計画、さらにその後に向けて

第２章 中間評価を踏まえた事業見直しの方向性

2.1 広域連合による市町村支援や標準化に向けた工夫
2.1.1 研修会・意見交換会の工夫
2.1.2 市町村支援における工夫
2.1.3 外部リソース活用の工夫
2.1.4 標準化に向けた工夫

2.2 市町村における効果的・効率的な事業実施のポイント
2.2.1 ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ
の連携
2.2.2 複合的なハイリスクアプローチの取組
2.2.3 庁内連携強化
2.2.4 外部リソースや既存事業の有効活用
2.2.5 様式やツール等の工夫

2.3 ヒアリング結果のまとめ

第３章 中間評価に向けた参考資料・データ集

3.1 共通の評価指標令和５年度・令和６年度実績値（広域連合別）
3.2 共通の評価指標以外の評価指標例
3.3 広域連合向けアンケート結果

3.4 広域連合・市町村ヒアリング結果
3.4.1 ヒアリング方法について
3.4.2 好事例紹介―広域連合
3.4.3 好事例紹介―市町村



データヘルス計画の中間評価に向けた手引き（概要）（1 / 4）
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○ 第１章では、広域連合が実施するデータヘルス計画の中間評価の目的・意義及び実施手順を整理した。

章・節 要旨

１．中間評価の目的・意義及び実施手順

1.1 データヘルス計画について

1.1.1 データヘルス計画の

PDCA

• データヘルス計画は１期６年間の計画であり、期末評価に加え、中間時点の３年目に中間評価を行うとされている。本報告
書では、主に中間評価の意義や手順等を記載する。

• データヘルス計画におけるPDCA については、計画・評価・改善は広域連合が実施し、保健事業（主に一体的実施の取組）
の実施は広域連合から委託を受けた市町村が実施することが多い。

• データヘルス計画の中間評価は、毎年度の事業評価とは異なる目的で実施するものである。

1.1.2 データヘルス計画と
一体的実施の関係性

• 広域連合が策定するデータヘルス計画は、一体的実施の支援の充実・強化を踏まえ事業内容等を整理することが望ましい。
• 一体的実施は後期高齢者の保健事業の中心を担う事業であるため、データヘルス計画の策定及び評価の際には、市町村と十

分なコミュニケーションを図り、市町村の現状を把握した上で、一体的実施の計画を含めたデータヘルス計画の策定、評
価・見直しを行うことが求められている。

1.1.3 データヘルス計画に
おける関係機関の役割

• 広域連合が策定したデータヘルス計画における関係機関（市町村、都道府県・保健所、国保連・支援評価委員会、保健医療
関係者）の役割を表に示した。

• 中間評価に当たっても、これらの機関と連携し情報共有を図り、必要に応じて支援や助言等を受けることが望ましい。

1.2 中間評価の目的・意義

ー • 単年度ごとに評価は実施されており、中間評価もその一環であるものの、保健事業の実施によって健康課題が解決に向かっ
ているか否かを期の途中で確認し、保健事業全体を見直すのに良い機会である。

• 中間評価では、健康課題や保健事業全体の目的・目標を振り返り、方向性を確認するとともに、保健事業における進捗を把
握し、目標達成度を評価する。また、それらの評価を踏まえ、必要に応じて後半３年間の事業計画の見直しを行う。

1.3 中間評価の手順

1.3.1 保健事業の全体構造
の確認

• 期初に抽出した健康課題を確認するとともに、事業全体の目的・目標を振り返る。健康課題が解決に向かっているのか、保
健事業全体の目的・目標に沿って事業が進んでいるか、事業全体を俯瞰し、確認する。

• 事業全体の目標や方向性を確認した上で、個々の保健事業の評価・見直しを行うことが重要である。
• 自分たちが目指す地域のあり方や住民（被保険者）の姿とはどのようなものだったか、広域連合としてのビジョンを再確認

する機会として中間評価を利用することも有用である。
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章・節 要旨

1.3.2 保健事業の進捗把
握・評価

（１）定量的な評価―目標値と実績値の確認
• 保健事業について、過去３年間の事業の実績を確認し、目標値に対する達成度を把握する。特に、優先すべき健康課題に紐
づく保健事業については、優先的に把握、評価する。

• 保健事業の実施率や成果を評価する上では、自広域連合の経年変化や目標値に対する達成度で評価するだけでなく、他の広
域連合との相対的な比較を行うことも有用である。

• 評価指標によっては数値の解釈が難しいケースもある。そうした場合、定量的な評価に加え、定性的な評価を行うことで、
数値の変化の背景を分析することが可能となる。また、分析の視点や評価結果の解釈等について、国保連の支援・評価委員
会や大学・研究機関などの外部有識者から助言を受けることも有用である。広域連合として、疑問点等を明確にした上で、
助言を受けることが望ましい。

（２）定性的な評価―ストラクチャー・プロセスの確認
• 中間評価に当たっては、定量的な評価に加え、定性的な評価を行うことも重要である。
• アウトプット指標やアウトカム指標が改善した、あるいは改善が見られない背景にある市町村の取組や工夫点、課題を聴

取・分析することで、事業の見直しに向けたヒントを得ることができる。
• アウトカムの中には、３年間では効果が見えにくい指標もある。事業による足元の成果を把握するためにも、市町村支援や

保健事業の実施体制（ストラクチャー）、実施方法（プロセス）の評価を行うことは有用である。

1.3.3 第３期データヘルス
計画後半における事業計画
の見直し

• 実績値を評価した結果、目標値と乖離がある場合には、その背景や要因を検討する。事業の進捗や成果が芳しくない場合は、
事業の効果的な実施方法・実施体制を見直す。

• 事業の進捗状況や内容に応じて、より適切な目標値や評価指標への見直しの必要性を検討する。
• 共通評価指標の見直し：

• アウトカム指標であるハイリスク者割合については、分母を被保険者数とした場合、健診受診率等による影響が大
きく、広域連合や市町村から「数字の解釈が難しい」「経年での評価が難しい」等の意見が多く寄せられた。

• そこで、中間評価を機に、国から示す共通評価指標の算出方法を見直すこととした。具体的には、健診や質問票の
データを用いて対象者を抽出する指標については、分母を被保険者から健診受診者数に変更することとした。

• 分母を健診受診者数にすることで、保健事業の進捗状況や効果をより適切に把握することが可能となる。
• 期初に策定した計画について、記載もれや誤りがある場合は中間評価の機会に修正する。

1.3.4 市町村等に対する
フィードバック

• 中間評価に当たっては、管内市町村に加え、事業計画を共有した関係者（都道府県、国保連合会、保健医療関係者、保健事
業支援・評価委員会等）に対して評価結果を共有する。

• この際、評価結果とともに、改善を要する点や評価結果を踏まえた事業の方向性等を共有することが重要である。

1.4 第４期データヘルス計画、さらにその後に向けて

ー • データヘルス計画の中間評価・見直しの際に、他の関連計画の動向も確認しておくことが望ましい。一体的実施の観点から
は、2027年度から開始する第10期介護保険事業（支援）計画の動向にも配慮する必要がある。

• 中間評価の機会を活用し、他の関連計画の担当部署とも連携をとり、より良い保健事業を目指していくことが期待される。
51
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○ 第2章では、広域連合及び市町村へのヒアリング結果をもとに、事業見直しの際に参考となるポイントを提示した。

章・節 要旨

２．中間評価を踏まえた事業見直しの方向性

２.1 広域連合による市町村支援や標準化に向けた工夫

2.1.1 研修会・意見交換会の
工夫

• 広域連合が市町村向けに開催している研修会や意見交換会等の工夫として、グループ分けの工夫をしている事例が複数挙げ
られた。規模別や地区別（保健医療圏域別）に加え、事業の委託・直営別、事務職・専門職別といったグループ分けの工夫
も見られた。研修会を数回に分け、あえて小規模な単位で開催することで、市町村間の意見交換を促している工夫もあった。

• いずれもすぐに取り入れられる工夫であるとともに、効果的な支援として参考になる。

2.1.2 市町村支援における工
夫

• 広域連合による個々の市町村への支援についても様々な工夫が挙げられた。市町村における事業の進捗等に合わせて支援に
優先順位をつけている事例や、市町村共有の課題に対して広域連合主導で支援策を検討するなどの工夫が挙げられていた。

• 後者については、個々の市町村での対応が難しい面もあることから、まさに広域連合の役割として重要であると考えられる。

2.1.3 外部リソース活用の工
夫

• 広域連合と外部リソースの連携の工夫も見られた。特に、富山広域では県保健所と連携した取組がなされているが、都道府
県との連携の１つの形として参考になる。また、市町村が個別にアプローチしにくい地域の三師会等に広域連合からアプ
ローチすることで、市町村との連携を促している点も有効であると考えられる。

• 地元の大学等のアカデミアとの連携では、分析の部分で協力を依頼している事例があった。専門的な知見から分析を行うこ
とで、事業の効果検証及び検証結果に基づく事業の見直しが図られると考えられる。

2.1.4  標準化に向けた工夫 • 市町村における保健事業の標準化に向け、様々な工夫点が挙げられていた。特に、多くの広域連合ではデータヘルス計画の
目標や健康課題等を市町村に伝える努力がなされていた。

• 対象者の抽出基準や評価指標については、国の基準やデータヘルス計画の共通評価指標も示しつつ、市町村の実情に合わせ
て柔軟な運用にしているとの意見が多かった。市町村に広域連合の取組への理解を促す観点から重要なポイントである。

2.2 市町村における効果的・効率的な事業実施のポイント

2.2.1 ハイリスクアプロー
チとポピュレーションアプ
ローチの連携

• 高齢者の保健事業においては、医療・介護情報や健診、質問票等のデータにより高齢者の健康課題の全体像を把握し、重点
的に取り組む課題を整理し、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチを組み合わせて、効果的な事業を企画し
ていくことが重要である。

• 健診未受診者が多いなか、通いの場等でハイリスク者を抽出する取組は、効果的・効率的に対象者を支援につなげることが
できる点で有用である。また、ハイリスクアプローチで支援した対象者を通いの場等につなぐことで、社会参加の促進や、
支援終了後の継続的なフォローアップにもつながる。
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○ 第2章では、広域連合及び市町村へのヒアリング結果をもとに、事業見直しの際に参考となるポイントを提示した。

章・節 要旨

2.2.2 複合的なハイリスク
アプローチの取組

• 後期高齢者では、様々な疾患やリスクを同時に保有している人も多い。そのため、低栄養や口腔など、複数の事業の対象者
として抽出されるケースも多い。

• 一体的実施の課題としてマンパワー不足を挙げる自治体が多いなか、複合的な取組は人的資源の有効活用に資する。また、
高齢者にとっても一度にまとめて適切な助言・指導等を受けることができるため、時間の制約等の負担軽減につながる。さ
らに、口腔と低栄養など、互いに密接に関わりあうリスクに対して包括的にアプローチすることで、介入効果がより高まる
ことが期待できる。

2.2.3 庁内連携強化 • 一体的実施の取組を推進するためには、市町村の高齢者医療制度の担当部局だけでなく、国民健康保険の担当部局や健康増
進・介護予防等の関連部局とも連携し、関連する事業全体で最適化を図ることが重要である。そのためには、特に事業の企
画・評価において、関連部局等との密な連携が必要であり、体制整備・構築が重要となる。

• 関係課間で定期的な会議・打ち合わせの場を設けることで、担当者、特に保健事業の実務を担当する保健師間の顔の見える
関係づくりがポイントである。複数の課や部門による共同事業も一体的実施の効果を上げる上で有用であると考えられる。

2.2.4 外部リソースや既存
事業の有効活用

• 庁内の専門職の不足が課題として挙げられていることから、事業の効果的・効率的な実施に向けて、必要に応じて外部の関
係団体等に協力・支援を求めることが必要である。また、既存事業に一体的実施の取組を取り込んでいくことも、効率的な
事業実施のポイントとなる。

• ポピュレーションアプローチでは既存事業である通いの場等を有効活用している事例が多かった。また、実施手順書やシナ
リオを作成し委託先に共有することで、どの委託先でも同水準の介入ができるよう標準化を図っている事例などは、事業を
外部委託する際の工夫として参考になる。事業の評価結果等を委託先にフィードバックすることで、委託先のプログラムの
質向上につなげる工夫も有用である。

2.2.5 様式やツール等の工
夫

• 独自の様式やツール（マニュアルや実施手順書、ガントチャート等）、を活用し、庁内連携強化や効果的な事業実施を図っ
ている自治体が複数あった。

• 様式・ツールを整備しておくことは、効果的・効率的な事業実施の一助となると考えられる。

2.3 ヒアリング結果のまとめ

ー • 広域連合へのヒアリングでは、市町村単体では対応が難しい事項に対して積極的な働きかけを行う事例が複数あった。いず
れも広域連合としての役割を担い、力を発揮している事例である。

• 市町村へのヒアリングでは、限られたマンパワーの中で、既存事業や内外のリソースを上手く活用して事業を効率化したり、
保健事業の効果を高めたりする工夫が数多く聞かれた。課題や目標の共有にとどまらず、連携や協働の実効性を高め、事業
を動かしていくうえで、文書による明文化と共有がポイントになる。



高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）における
総合的な評価指標（共通評価指標）の取扱いについて

高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き（令和５年３月30日改定）に基づく総合的な評価指標（共通評価指標）に
おける「ハイリスク者割合」については、健診受診率等による影響が大きいため中間評価の機会に算出方法を修正する。

取組区分

ハイリスク者割合の算出に
当たり分母で使用する値

変更前 令和８年度以降

低栄養

被保険者数

健診受診者数

口腔 健診受診者数

服薬（多剤） 被保険者数

服薬（睡眠薬） 健診受診者数

身体的フレイル(ロコモ含む) 健診受診者数

重症化予防（コントロール不良） 健診受診者数

重症化予防（糖尿病等治療中断者） 健診対象者数

重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル） 健診受診者数

重症化予防（腎機能不良未受診者） 健診受診者数

健康状態不明者 被保険者数

総合的な評価指標（共通評価指標）

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数・割合

アウトプット

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合
・低栄養
・口腔
・服薬（重複・多剤等）
・重症化予防（糖尿病性腎症）
・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）
・健康状態不明者対策
 ※各事業対象者の抽出基準は問わない

アウトカム

平均自立期間（要介護2以上）

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの抽出基準に該当する者の割合)
・低栄養
・口腔
・服薬（多剤）
・服薬（睡眠薬）
・身体的フレイル（ロコモ含む）
・重症化予防（コントロール不良者）
・重症化予防（糖尿病等治療中断者）
・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）
・重症化予防（腎機能不良未受診者）
・健康状態不明者対策

一体的実施支援ツール抽出基準の該当者
被保険者

✓ 被保険者数を分母とすると、健診受診率による影響が大きい
✓ 健診受診者に占める割合を算出することで、健診を入口とした保健事業の効果をより適切に把握することが可能
✓ ハイリスク者の対象者抽出手順に沿った分母の設定が望ましい

＜被保険者、健診対象者、健診受診者等の概念図＞

○ 一体的実施支援ツールを用いたハイリ
スク者の抽出においては、取組区分毎に、
レセプト（介護、医療）、健診、後期高
齢者の質問票を組み合わせているため、
本来、取組区分毎にハイリスク者割合の
算出に使用する母数を設定することが望
ましい。

○ しかし、これまで、高齢者の保健事業
は健康診査事業を起点とし、健康上のリ
スクに応じて被保険者に対する保健指導
等を実施してきた。また、後期高齢者医
療制度の健診において、高齢者の特性を
踏まえた健康状態を総合的に把握するた
め後期高齢者の質問票の活用を推進して
おり、その使用状況は約９割に上る。

○ このため、高齢者保健事業における健
診を起点とした対象者抽出の趣旨に鑑み、
かつ、評価に係る煩雑さを回避する目的
から、「健診受診者」を分母とする。

○ 「重症化予防（糖尿病治療中断者）」は健診未受診者が対象のため、「健診対象者」を分母とする。

○ 健診対象者数は、共通評価指標の健診受診率の算出方法と同様に、被保険者数から健診対象外者数
（健診除外告示第５号＋第６号）を差し引いた値を使用する。

○ 令和８年の一体的実施支援ツールの改修により、通いの場等で把握した後期高齢者の質問票からも
支援対象者の抽出が可能になるが、現時点ではその実態は十分に把握できていない。このため、データ
ヘルス計画における当該対象者の取扱いについては検討を継続する。

一体的実施支援ツール抽出基準の該当者
被保険者又は健診対象者又は健診受診者

＜アウトカムにおける「ハイリスク者割合」の算出方法＞



高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）総合的な評価指標について

高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き（令和５年３月30日改定）に基づく総合的な評価指標（共通評価指標）に
おける「ハイリスク者割合」については、健診受診率等による影響が大きいため中間評価の機会に算出方法を修正する。

取組区分

ハイリスク者割合の算出に
当たり分母で使用する値

変更前 令和８年度以降

低栄養

被保険者数

健診受診者数

口腔 健診受診者数

服薬（多剤） 被保険者数

服薬（睡眠薬） 健診受診者数

身体的フレイル(ロコモ含む) 健診受診者数

重症化予防（コントロール不良） 健診受診者数

重症化予防（糖尿病等治療中断者） 健診対象者数

重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル） 健診受診者数

重症化予防（腎機能不良未受診者） 健診受診者数

健康状態不明者 被保険者数

総合的な評価指標（共通評価指標）

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数・割合

アウトプット

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合

・低栄養

・口腔

・服薬（重複・多剤等）

・重症化予防（糖尿病性腎症）

・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）

・健康状態不明者対策

 ※各事業対象者の抽出基準は問わない

アウトカム

平均自立期間（要介護2以上）

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの抽出基準に該当する者の割合)

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

一体的実施支援ツール抽出基準の該当者
被保険者

一体的実施支援ツール抽出基準の該当者
被保険者又は健診対象者又は健診受診者

＜アウトカムにおける「ハイリスク者割合」の算出方法＞
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✓ 被保険者数を分母とすると、健診受診率による影響が大きい
✓ 健診受診者に占める割合を算出することで、健診を入口とした保健事業の効果をより適切

に把握することが可能
✓ ハイリスク者の対象者抽出手順に沿った分母の設定が望ましい

ハイリスク者割合算出方法については、取組区分毎にハイリスク者の算出に使用する母数を設定することが望ましいが、高齢者の保健事業は健康診査を起点として実施していること、

評価の簡便等の観点から健診対象者を分母として整理している。



被保険者、健診対象者、健診受診者等の概念図
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高齢者の質問票
使用率89.5％

（令和7年度一体的実施
実施状況調査）



健診受診率の算出方法の統一について
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⚫ 令和５年４月６日付け事務連絡※1において、令和６年度以降の後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる
健康診査事業の対象者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に準じ、特定健診の除外対象
者と同一とすることとしている。

⚫ 令和５年12月４日付け事務連絡※2において、「健診受診率」については、データヘルス計画における共通評価指標
とされたが、その対象者や算出方法を全国的な比較が可能となるよう、データヘルス計画における「健診受診率」
の算定方法について統一し、令和６年度以降、国がデータヘルス計画策定後の報告等を求める際には、当該算出方
法による結果を報告いただくこととしている。

なお、現行の各広域連合独自の抽出基準及び算出方法により健診受診率のデータを継続して把握し、過去の実績との経年変化を行うことは可能。

＜算出方法＞
健診受診者数

被保険者数－対象外者数（健診除外告示第５号＋第６号）

<分母にかかるデータ> <分子にかかるデータ>

○被保険者（前年４月１日時点）

○対象外者数（健診除外告示第５号及び第６号に該当する者）

健診除外告示第５号（長期入院者）
（ＫＤＢで該当年４月分を抽出 ←２月診療分を反映）

ＫＤＢにおける６ヶ月以上入院者のレセプト一覧
（前年度）（厚労省様式２－１）にて把握した数値

健診除外告示第６号（施設入所者）
市町村（主に介護保険部門）に協力を頂き、施設入所
者リスト等から把握した施設入所者数の報告を求める。
「施設」入所者については、該当施設のうち可能な範囲で
把握し、市町村から広域に報告をすることを求める。
なお、市町村の把握方法及び集計時点等は不問。

【確認方法（①または②）】
① 市町村が把握可能な範囲で独自に確認。
② 市町村がＫＤＢを活用して確認。なお、ＫＤＢでは、介護

老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・
介護医療院・特定施設に入所している場合が把握可能。

○実際の健康診査受診者数
（前年４月～該当年３月）

健康診査事業の対象者の整理に
基づき把握。

＜施設とは＞
・障害者支援施設
・児童福祉施設
・国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園

・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を
受けていない、サービス付高齢者
向け住宅を除く

・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

※1 令和５年４月６日付け事務連絡「令和6年度以降における後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる健康診査事業の対象者等の取り扱いについて」（厚生労働省保険局高齢者医療課）

※2 令和５年12月４日付け事務連絡「第3期データヘルス計画策定にける国保データベース（KDB)システム及び一体的実施・KDB活用支援ツールの活用における留意点等について」（厚生労働省保険局高齢者医療課）

健診受診率 ＝



令和7年度 データヘルス計画の中間評価に向けた調査について
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○ 令和８年度は、各広域連合による中間評価が実施される予定であることから、令和７年度は中間評価や見直しの視

点等の検討を進め、広域連合に対して参考情報等を提示する必要がある。

○ データヘルス計画中間評価に向けた調査（アンケート調査、ヒアリング調査）を行い、広域連合がデータヘルス計

画の中間評価を実施するに当たり参考となる情報をとりまとめた。

《アンケート調査》 《ヒアリング調査》

▪ 中間評価に向けた広域連合の課題や、共通評価指標の最新の実績

値、事業評価・市町村支援等の実態について把握する

▪ 調査対象：47広域連合

▪ 実施期間：①令和７年９月、②令和７年12月

※②では共通評価指標の令和６年度実績値を調査

▪ 実施方法：ウェブアンケート調査

▪ 第３期データヘルス計画策定による効果

▪ 市町村支援の実態等について

▪ 令和５年度の事業評価の状況および共通評価指標の実績値

▪ 中間評価の方針・実施内容（予定）や課題等について

目的

実施方法

設問内容

目的

実施方法

ヒアリング項目

▪ 広域連合が中間評価を踏まえて事業の見直し等を行うに当たり、参考

となる情報（効果的な市町村支援、保健事業の工夫等）を収集する

▪ 調査対象：６広域連合（秋田・栃木・東京・富山・兵庫・鹿児島）、

10市町（秋田市・大館市・宇都宮市・矢板市・練馬区・高岡市・砺波

市・豊岡市・多可町・志布志市）

※データヘルス計画に基づく事業が実施できている/標準化が進んでい

る等の観点から、実施状況調査等に基づき実施ヒアリング候補を選定

▪ 実施時期：令和７年９月～10月

▪ 市町村支援の工夫、関係組織との連携における工夫

▪ 市町村によるデータヘルス計画の理解を促す工夫

▪ 共通評価指標・標準化に対する評価（効果・課題） 他

▪ 効果的・効率的な事業の実施方法（方法・体制の工夫等）

▪ データヘルス計画との連携における課題・工夫 他

広域

広域

広域

市町

市町



○ 中間評価における市町村との連携予定について、「中間評価・見直しの結果を市町村にフィードバックする」とい

う回答が最も多かった。

○ 中間評価の際の連携予定先として「都道府県」「国保連合会」の回答が多く、続いて「医師会」「歯科医師会」

「薬剤師会」「その他外部有識者」の回答が多い。
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中間評価を行う際の市町村との連携体制（予定）
（複数回答）

中間評価を行う際の連携先（予定）
（複数回答）
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（令和７年度DH中間評価に向けた調査）

第３期データヘルス計画の中間評価における連携予定
広域連合票



○ 中間評価に当たって国から受けたい支援としては「アウトカム指標及び目標値の見直しの助言・相談」という回答

が最も多く、続いて「分析に必要なデータの提供」が多い。

○ 国への意見・提案としては、情報提供の要望やデータ分析に関わる要望が主に見られた。
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中間評価実施に当たって国から受けたい支援
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（複数選択/n=47） カテゴリ 具体的な意見（主なものを抜粋）

情報提供

• 中間評価の手引きの作成や広域連合向け
の説明会を実施してほしい。

• 中間評価・見直しに関する情報を早めに
示してほしい。

データ
分析

• ＫＤＢシステムをより使いやすい形に改
修してほしい（データヘルス計画と連動
させるなど）。

• データ分析方法や評価方法等について、
設定例や全国の好事例等を周知してほし
い。

• データ出典元を明記してほしい。

その他

• 外部有識者からの助言・支援を受けられ
る体制構築の支援をしてほしい。

• 進捗管理シートや振り返りシート活用の
事例紹介をしてほしい。

• 中間評価、見直しが広域連合にとって過
度な負担とならないようにしてほしい。

中間評価・見直しに当たっての国への意見・提案
（自由記述）

（令和７年度DH中間評価に向けた調査）

第３期データヘルス計画の中間評価に当たり国から受けたい支援
広域連合票



（令和７年度一体的実施実施状況調査）

都道府県の第3期データヘルス計画中間評価への関与
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⚫ 第3期データヘルス計画の中間評価について、「支援の予定が決まっている」が10.6％（5都道府県）、「未定だが、
支援を予定している」 が42.6%（20都道府県）であった。

⚫ 中間評価の関与の仕方として、「中間評価の結果を広域連合から共有してもらい、内容について意見を伝える」
（11都道府県、44.0%)と最も多く、次いで「検討会や打合せ等で協議に参加する」（9都道府県、36.0%)、「分
析に必要なデータを提供する」（6都道府県、24.0%)であった。

5
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18
38.3%

4
8.5%

中間評価の支援予定 第3期データヘルス計画の中間評価への関与 （n=25）（N=47）
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出典：令和7年度一体的実施実施状況調査（都道府県票）
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